
	

日
本
禅
宗
に
お
け
る
袈
裟	

　
　
―
東
福
寺
伝
法
衣
を
一
例
と
し
て
―

山　

川　
　
　

曉

は
じ
め
に

　
「
衣
鉢
を
継
ぐ
」
と
は
、
先
人
か
ら
奥
義
や
事
業
を
継
承
す
る
と
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
る
諺
だ
が
、
そ
の
語
源
は
、
仏
教
に
お
い
て
、
僧
服
で
あ
る
袈
裟（

（
（

と
托
鉢
の
鉢
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
、
師
資
相
承
の
証
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来

す
る
と
い
う
。
衣
服
と
い
う
実
用
品
で
あ
り
な
が
ら
特
別
な
意
味
を
有
す
る
袈

裟
は
、
仏
教
諸
宗
派
に
お
い
て
丁
重
に
取
り
扱
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
日
本
に
は

数
多
く
の
袈
裟
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

日
本
に
伝
世
す
る
最
も
古
い
袈
裟
と
し
て
名
高
い
の
は
、
東
京
国
立
博
物
館

が
所
蔵
す
る
法
隆
寺
旧
蔵
の
七
条
袈
裟（

（
（

や
、
正
倉
院
に
伝
わ
る
聖
武
法
皇
（
七

〇
一
～
七
五
六
）
着
用
の
七
条
袈
裟（

（
（

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
奈
良
時
代
・
八
世
紀

の
製
作
と
さ
れ
る
糞
掃
衣
で
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
で
用
い
ら
れ
て
い
た
袈
裟
の

実
相
を
伝
え
る
貴
重
な
作
例
で
あ
る（

（
（

。
平
安
時
代
に
入
っ
て
は
、
唐
に
学
ん
だ

最
澄
（
七
六
七
～
八
二
二
）
や
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
と
い
う
偉
大
な
仏

教
者
が
、
中
国
か
ら
師
の
袈
裟
を
請
来
し
て
い
る（

（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
数
の
圧
倒
的
な
豊
富
さ
に
お
い
て
、
禅
宗
の
袈
裟
は

他
宗
派
の
追
随
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
傷
み
が
激
し
く
、
着
用
は
お

ろ
か
広
げ
る
こ
と
さ
え
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
で
あ
る
。
本
来
の
「
着
る
」
と

い
う
用
途
が
と
う
に
失
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
々
の
相
伝
者
は
、

こ
れ
ら
の
袈
裟
を
天
災
や
戦
災
か
ら
守
り
抜
い
て
き
た
。
そ
れ
は
、
現
代
の
私

た
ち
が
親
し
い
人
の
形
見
に
抱
く
の
に
似
た
感
情
か
ら
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、

禅
宗
に
お
い
て
は
、
袈
裟
が
祖
師
か
ら
相
伝
者
へ
の
伝
法
を
証
明
す
る
象
徴
で

あ
り
、
威
信
財
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

禅
宗
に
お
い
て
袈
裟
を
伝
法
の
証
と
し
て
称
揚
し
た
の
は
、
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
中
国
・
唐
時
代
に
活
躍
し
た
荷
沢
神
会
（
六
八
四
～
七
五
八
）
で
あ

る
。
当
時
、
南
宗
と
北
宗
に
分
裂
し
、
互
い
に
自
ら
の
正
統
性
を
主
張
し
て
い

た
禅
宗
に
お
い
て
、
師
で
あ
る
南
宗
禅
の
曹
渓
慧
能
（
六
三
八
～
七
一
三
）
を

六
祖
と
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
神
会
が
喧
伝
し
た
の
が
、
初
祖
菩
提
達
磨
の
伝

法
の
象
徴
で
あ
る
袈
裟
を
、
ほ
か
で
も
な
く
慧
能
が
相
伝
し
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
っ
た（

（
（

。
そ
し
て
禅
宗
六
祖
を
慧
能
と
す
る
主
張
は
、
神
会
歿
後
、
会
昌
の

破
仏
を
経
た
北
宗
禅
の
弱
体
化
と
南
宗
禅
の
興
隆
に
よ
っ
て
、
自
然
に
主
流
と

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、袈
裟
こ
そ
が
伝
法
の
証
で
あ
る
と
す
る「
伝

法
衣
」
と
い
う
概
念
が
、
禅
宗
に
お
い
て
自
明
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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上
記
の
よ
う
な
禅
宗
と
袈
裟
の
特
別
な
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に

も
研
究
者
か
ら
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
宗
教
史
の
立
場
か
ら
は
、
ア
ナ
・
ザ

イ
ド
ル
氏
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
氏
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
・
ア
ダ
メ
ク
氏
、
川

口
高
風
氏
、
松
村
薫
子
氏
な
ど
に
よ
る
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る（

（
（

。
ま
た
現
存
す

る
袈
裟
に
つ
い
て
は
、
禅
宗
以
外
の
袈
裟
を
含
む
概
論
と
し
て
井
筒
雅
風
氏
の

『
袈
裟
史
』『
法
衣
史（

（
（

』
を
筆
頭
に
、
個
別
作
品
に
つ
い
て
は
、
切
畑
健
氏
の
論

文（
（
（

や
拙
稿（

（（
（

、
各
種
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
際
の
図
録
の
解
説（

（（
（

が
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
禅
宗
関
係
の
文
献
に
記
載
さ
れ
る
袈
裟
の
記
録
と
現
存
す
る
作
品
を

つ
き
合
わ
せ
た
う
え
で
、
禅
宗
の
袈
裟
の
歴
史
的
展
開
を
追
う
研
究
は
、
い
ま

だ
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
の
状
態
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
禅
宗
に
お
け
る
袈
裟
の
歴
史
的
展
開
を
跡
付
け
る
初
め

の
一
歩
と
し
て
、
ま
ず
は
日
本
に
禅
宗
が
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
十
二
世
紀
の
終

わ
り
か
ら
、
十
三
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
、
お
お
む
ね
百
年
間
に
見
い
だ
さ
れ
る

禅
僧
と
袈
裟
の
関
わ
り
を
、
文
献
と
実
作
例
を
通
し
て
概
観
し
て
み
た
い
。
そ

し
て
そ
の
中
か
ら
、
特
に
円
爾
（
一
二
〇
二
～
八
〇
）
に
焦
点
を
絞
り
、
彼
が

京
都
に
開
い
た
東
福
寺
に
伝
来
す
る
五
領
の
伝
法
衣
に
つ
い
て
、
詳
細
に
検
討

し
て
い
く（

（（
（

。
五
領
の
伝
法
衣
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
を
通
じ
て
、
お
の
お
の
の
染
織

史
的
な
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
関
連
す
る
文
字
資
料
を
通
し
て
こ

れ
ら
の
相
伝
の
過
程
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
禅
宗
に
お
い
て
伝
法
衣
と
は
ど
の

よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

一
、
日
本
に
お
け
る
初
期
禅
宗
と
伝
法
衣

　

本
稿
で
は
、
日
本
に
本
格
的
に
禅
宗
が
請
来
さ
れ
た
十
二
世
紀
の
終
わ
り
か

ら
、
中
国
国
内
の
内
戦
の
余
波
を
受
け
て
日
中
間
の
交
流
が
途
絶
え
る
一
二
八

〇
年
頃
ま
で
、
お
お
む
ね
百
年
間
を
初
期
禅
宗
と
呼
び
、
当
該
期
に
日
本
に
お

い
て
伝
法
衣
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
受
容
さ
れ
て
い
た
か
を
考
え
て
い
く（

（（
（

。

こ
の
時
期
を
さ
ら
に
細
分
化
す
れ
ば
、
中
国
の
宋
か
ら
禅
宗
を
請
来
し
た
第
一

世
代
、
す
な
わ
ち
臨
済
宗
の
明
庵
栄
西
（
一
一
四
一
～
一
二
一
五
）、
曹
洞
宗

の
希
玄
道
元
（
一
二
〇
〇
～
五
三
）
ら
の
時
代
、
次
い
で
十
三
世
紀
前
半
に
入

宋
し
て
中
国
の
師
か
ら
嗣
法
し
た
、
円
爾
、
無
本
覚
心
（
一
二
〇
七
～
九
八
）

ら
の
第
二
世
代
、
そ
し
て
円
爾
や
来
朝
僧
で
あ
る
蘭
渓
道
隆
（
一
二
一
三
～
七

八　

一
二
四
六
来
日
）、
無
学
祖
元
（
一
二
二
六
～
八
六　

一
二
七
四
来
日
）

ら
の
教
え
を
受
け
て
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
活
躍
し
た
、
無

関
普
門
（
一
二
一
二
～
九
一
）、
南
浦
紹
明
（
一
二
三
五
～
一
三
〇
八
）
ら
の

第
三
世
代
の
三
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（

（（
（

。

　

そ
れ
で
は
、
第
一
世
代
と
袈
裟
の
関
わ
り
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
栄
西

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、彼
は
仁
安
三
年（
一
一
六
八
）と
文
治
三
年（
一
一
八
七
）

の
二
回
に
わ
た
っ
て
入
宋
し
て
い
る
。
虚
庵
懐
敞
（
生
歿
年
未
詳
）
の
法
を
継

い
だ
の
は
二
回
目
の
入
宋
の
時
で
、
そ
の
時
頂
相
と
袈
裟
を
得
た
と
い
う
。
栄

西
の
伝
法
衣
と
さ
れ
る
袈
裟
は
現
存
し
な
い
が
、
栄
西
が
相
伝
し
た
黄
龍
慧
南

（
一
〇
〇
二
～
六
九
）
の
伝
法
衣
が
弟
子
の
栄
朝
（
？
～
一
二
四
七
）
に
付
与

さ
れ
、
群
馬
県
の
長
楽
寺
の
塔
頭
大
光
庵
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
の
文
献
が
あ

り
、
栄
西
請
来
の
伝
法
衣
が
存
在
し
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い（

（（
（

。
栄
西
が
諸
宗
と

は
異
な
る
禅
宗
独
特
の
僧
服
を
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
は
、
都
を
吹
き
荒
れ
た

大
風
の
原
因
が
、
栄
西
の
着
用
し
て
い
た
僧
服
に
あ
る
と
し
て
誹
謗
さ
れ
た
と

の
記
事
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
日
本
に
中
国
の
禅
林
に
な
ら
っ
た

僧
服
を
導
入
し
た
の
は
、
栄
西
で
あ
っ
た
ろ
う（

（（
（

。

　

次
に
道
元
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
道
元
は
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
に
栄

西
の
弟
子
、
明
全
（
一
一
八
四
～
一
二
二
五
）
に
従
っ
て
入
宋
し
、
長
翁
如
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浄
（
一
一
六
三
～
一
二
二
八
）
の
会
下
で
印
可
を
得
た
。
道
元
が
袈
裟
に
対
し

て
敬
意
を
抱
き
、
特
別
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
主
著
『
正
法
眼
蔵
』

の
「
袈
裟
功
徳
」
や
「
伝
衣
」
の
巻
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
が

実
際
に
中
国
か
ら
伝
法
衣
を
請
来
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
定
説
を
見
な

い
。『
正
法
眼
蔵
』「
嗣
書
」
の
巻
に
は
、
如
浄
の
も
と
に
芙
蓉
楷
祖
（
一
〇
四

三
～
一
一
一
八
）
の
法
衣
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が（

（（
（

、
道

元
の
著
作
や
信
頼
に
足
る
同
時
代
資
料
に
は
、
道
元
が
芙
蓉
楷
祖
あ
る
い
は
長

翁
如
浄
の
袈
裟
を
伝
領
し
た
か
に
つ
い
て
明
確
な
記
述
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
資
料
的
に
問
題
が
あ
る
と
は
さ
れ
る
も
の
の
、
義
介
が
記
録
し
た

と
い
う
『
御
遺
言
記
録
』
に
お
い
て
は
、
道
元
第
一
の
弟
子
、
懐
奘
は
芙
蓉
袈

裟
の
存
在
を
知
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
道
元
が
「
芙
蓉
袈

裟
」
を
請
来
し
た
と
の
説
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
、
文
献
の
う
え
で
は
、
曹
洞
宗

大
本
山
の
永
平
寺
や
大
分
県
の
泉
福
寺
に

「
芙
蓉
袈
裟
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
の
記

事
が
あ
り
、
そ
の
袈
裟
の
現
状
に
つ
い
て

も
、
永
平
寺
の
袈
裟
に
つ
い
て
は
す
で
に
存
在
し
な
い
が
、
泉
福
寺
の
そ
れ
は
、

た
い
へ
ん
傷
ん
だ
状
態
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
と
の
報

告
が
あ
る（

（（
（

。

　

両
者
の
ほ
か
に
第
一
世
代
に
属
す
る
禅
僧
と
し
て
は
、
瞎
堂
慧
遠
（
一
一
〇

三
～
七
六
）
の
法
嗣
で
あ
る
覚
阿
（
一
一
四
三
～
？
）
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
帰

朝
後
に
目
立
っ
た
活
動
は
な
く
、
周
囲
へ
の
影
響
は
認
め
ら
れ
な
い（

（（
（

。
あ
る
程

度
の
僧
団
を
経
営
し
最
初
期
の
禅
宗
に
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
は
、
日

本
達
磨
宗
を
標
榜
し
た
大
日
房
能
仁
（
生
歿
年
未
詳
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
能

仁
は
宋
の
淳
熙
十
六
年
（
一
一
八
九
）、
弟
子
を
派
遣
し
て
拙
庵
徳
光
（
一
一

二
一
～
一
二
〇
三
）
に
法
を
照
し
、
法
衣
お
よ
び
拙
庵
賛
の
達
磨
像
と
頂
相
を

贈
ら
れ
印
可
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
法
衣
と
さ
れ
る
の
が
京
都
府
の
正

法
寺
に
現
存
す
る
九
条
袈
裟
で
あ
る（

（（
（

（
挿
図
1
）。
初
期
禅
宗
の
袈
裟
に
一
般
的

な
文
綾
で
仕
立
て
ら
れ
た
こ
の
袈
裟
は
、
製
作
年
代
を
十
二
世
紀
末
に
お
い
て

も
違
和
感
の
な
い
作
例
で
あ
る
。
師
か
ら
の
面
授
を
受
け
て
お
ら
ず
師
資
相
承

に
不
備
が
あ
る
と
し
て
、
禅
宗
史
で
は
重
要
視
さ
れ
な
い
能
仁
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
拙
庵
か
ら
付
与
さ
れ
た
袈
裟
と
し
て
よ
け
れ
ば
、
日
本
に
伝
存

す
る
禅
宗
の
伝
法
衣
と
し
て
は
最
古
の
請
来
品
と
な
り
、
注
目
に
値

す
る
。

　

続
い
て
第
二
世
代
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
円
爾
で
あ
る
が
、
彼
の

入
宋
は
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
五
）、
後
に
佐
賀
県
に
万
寿
寺
を
ひ
ら

き
円
爾
の
法
嗣
と
な
る
神
子
栄
尊
（
一
一
九
五
～
一
二
七
二
）
と
同

船
で
あ
っ
た
。
二
人
は
と
も
に
無
準
師
範
の
も
と
に
参
禅
し
、
栄
尊

は
嗣
法
を
前
に
帰
国
し
た
が
、
円
爾
は
無
準
の
法
嗣
と
な
り
、
宗
派

図
と
伝
法
衣
を
授
け
ら
れ
て
帰
朝
し
た
と
い
う（

（（
（

。
こ
の
伝
法
衣
に
つ

い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
現
存
す
る
無
準
か
ら
円
爾
へ
宛
て
た

挿図 1 　�九条袈裟　伝 大慧宗杲料 能忍相伝　　正法寺蔵

部分
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書
状
に
も
み
え
て
お
り
、
相
伝
に
つ
い
て
疑
う
余
地
が
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
次
章
に
て
詳
細
な
検
討
を
試
み
る
五
領
の
伝

法
衣
の
う
ち
の
一
領
で
あ
る
。

　

次
に
無
本
覚
心
は
、
得
度
の
後
、
高
野
山
に
て
栄
西
の
法
嗣
で
あ
る
退
耕
行

勇
（
一
一
六
三
～
一
二
四
一
）
の
下
に
学
び
、
宝
治
三
年
（
一
二
四
九
）
入
宋

し
て
諸
師
を
歴
参
、
つ
い
に
無
門
慧
開
（
一
一
八
三
～
一
二
六
〇
）
よ
り
、
自

賛
の
頂
相
と
著
書
『
無
門
関
』
を
与
え
ら
れ
て
帰
朝
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
に
は
、
慧
開
か
ら
嗣
法
の
証
と
し
て
法

衣
な
ど
を
贈
ら
れ
た（

（（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
伝
法
衣
と
の
寺
伝
を
も
つ
の
が
、
覚
心

が
開
山
と
な
っ
た
京
都
の
妙
光
寺
に
伝
え
ら
れ
る
重
要
文
化
財
の
九
条
袈
裟
で

あ
る
（
挿
図
2
）。
こ
の
袈
裟
に
は
、
覚
心
の
自
筆
で
「
入
宋
覚
心
」「
佛
法
僧
寶
」

「
永
仁
二
年
十
二
月
十
日
」の
墨
書
が
あ
り（
挿
図
3
）、
所
用
者
と
永
仁
二
年（
一

二
九
四
）
と
い
う
製
作

年
代
の
下
限
が
分
か
る

作
例
と
し
て
、
染
織
史

上
極
め
て
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
る
。
た
だ

こ
れ
が
慧
開
か
ら
付
与

さ
れ
た
伝
法
衣
で
あ
る

の
か
、
そ
れ
と
も
覚
心

そ
の
人
の
法
衣
で
あ
る

か
に
つ
い
て
は
、
諸
説

が
あ
る（

（（
（

。

　

最
後
に
第
三
世
代
に

つ
い
て
検
討
し
て
お
こ

う
。
こ
の
時
期
は
、
禅

宗
が
飛
躍
的
に
教
線
を

広
げ
た
時
期
に
当
た

り
、
後
に
一
派
を
成
す

傑
僧
が
多
数
輩
出
し

た
。
そ
の
た
め
こ
こ
で

は
、
伝
法
衣
と
関
わ
り

を
も
つ
人
物
の
み
に

限
っ
て
取
り
上
げ
て
い

き
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
世
代
で

は
、
現
存
す
る
袈
裟

挿図 2 　重要文化財　九条袈裟　無本覚心料　　妙光寺蔵

部分

挿図 3 　九条袈裟　無本覚心料・墨書部分　　妙光寺蔵
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は
、
そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
師
か
ら
相
伝
し
た
伝
法
衣
と
の
伝
承
を
伴
っ
て

い
た
。
こ
れ
は
第
三
世
代
も
同
様
で
、
東
巌
慧
安
（
一
二
二
五
～
七
七
）
は
、

師
で
あ
る
来
朝
僧
の
兀
庵
普
寧
（
一
一
九
七
～
一
二
七
六
・
一
二
六
〇
～
六
五

在
朝
）
か
ら
、
兀
庵
と
そ
の
師
で
あ
る
無
準
師
範
の
袈
裟
二
領（

（（
（

を
相
伝
し
て
い

る
（
挿
図
4
・
5
）。
慧
安
が
ひ
ら
い
た
京
都
府
正
伝
寺
に
伝
わ
る
こ
の
ふ
た
つ
の

九
条
袈
裟
は
、
い
ず
れ
も
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
南
山
士
雲

（
一
二
五
四
～
一
三
三
五
）
が
、
円
爾
か
ら
相
伝
し
た
無
準
所
用
と
さ
れ
る
袈

裟
も
、
士
雲
が
鎌
倉
の
円
覚
寺
内
に
ひ
ら
い
た
塔
頭
・
伝
宗
院
に
現
存
し
て
い

る
と
さ
れ
る（

（（
（

。

　

そ
の
一
方
で
こ
の
時
期
以
降
、
師
か
ら
相
伝
の
伝
法
衣
で
は
な
く
、
禅
僧
本

人
の
袈
裟
が
、
伝
法
衣
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
こ
の
時
期
に
禅
宗
が

社
会
的
な
地
位
を
得
て
禅
寺
の
建
立
が
増
加
し
、
開
山
と
な
る
禅
僧
が
多
か
っ

た
と
い
う
事
情
と
、
日
本
の
禅
宗
寺
院
で
独
自
に
発
達
し
た
塔
頭
制
度
の
影
響

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

塔
頭
は
塔
所
と
も
呼
ば
れ
、
本
来
は
高
僧
の
示
寂
後
、
そ
の
徳
を
慕
う
人
々

が
本
寺
の
周
辺
に
設
け
た
墓
塔
を
意
味
す
る
。
こ
の
墓
塔
を
設
け
る
に
あ
た
っ

て
は
高
僧
の
隠
居
所
を
宛
て
る
こ
と
が
多
く
、
や
が
て
墓
塔
を
守
る
と
い
う
名

目
で
、
隠
居
所
を
高
僧
の
門
弟
が
相
伝
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
塔
頭
は
本

寺
と
は
別
に
檀
那
や
領
地
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
経
済
的
に
も
独
立
し
た

存
在
に
な
っ
て
い
く（

（（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
に
お
い
て
も
隠
居
所
を
持
つ
僧
は

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
代
限
り
の
こ
と
で
あ
り
、
住
持
を
務
め
た
ほ
ど
の
高
僧

で
あ
っ
て
も
、
職
を
離
れ
た
後
は
僧
堂
で
集
団
生
活
を
す
る
の
が
基
本
で
あ
っ

た
。
日
本
に
お
い
て
は
、
塔
頭
制
度
が
確
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
塔
頭
が
創
始

者
の
法
流
の
拠
点
と
な
り
、
創
始
者
ゆ
か
り
の
品
々
を
伝
え
る
場
と
し
て
機
能

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
以
心
伝
心
不
立
文
字
」
と
の
言
葉
で
も
知
ら
れ
る
よ

部分

挿図 4 　�重要文化財　九条袈裟　伝 無準師範料　　
正伝寺蔵

部分

挿図 5 　�重要文化財　九条袈裟　伝 兀庵普寧あるい
は東巖慧安料　　正伝寺蔵
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う
に
、
禅
宗
は
、
仏
教
諸
宗
派
の
中
に
お
い
て
最
も
師
弟
の
つ
な
が
り
を
重
視

す
る
宗
派
で
あ
る
。
そ
の
禅
宗
に
お
い
て
は
、
師
の
遺
品
を
相
伝
し
て
い
る
と

い
う
事
実
は
す
な
わ
ち
、
そ
の
相
伝
者
の
正
統
性
を
保
証
す
る
こ
と
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
伝
法
衣
の
例
と
し
て
、
無
関
普
門
の
塔
所
と
な
っ
た
南
禅
寺
天

授
庵
の
九
条
袈
裟
、
白
雲
慧
暁
（
一
二
二
三
～
九
七
）
の
隠
居
所
で
あ
り
塔
所

で
も
あ
っ
た
栗
棘
庵
（
現
在
東
福
寺
塔
頭
）
に
伝
え
ら
れ
た
九
条
袈
裟
、
万
寿

寺
（
現
在
東
福
寺
塔
頭
）
に
伝
え
ら
れ
た
開
山
・
東
山
湛
照
（
一
二
三
一
～
九

一
）
の
九
条
袈
裟
、
蔵
山
順
空
（
一
二
三
三
～
一
三
〇
八
）
が
開
山
と
な
っ
た

佐
賀
県
高
城
寺
と
、
塔
所
で
あ
る
東
福
寺
永
明
院
に
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
ら
れ
た

九
条
袈
裟
な
ど
が
存
在
す
る（

（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
日
本
の
禅
宗
に
お
い
て
は
、
そ
の
受
容
の
最

初
期
か
ら
袈
裟
を
伝
法
の
証
と
し
て
尊
ぶ
考
え
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
そ
し
て
、
数
多
く
の
禅
寺
が
創
建
さ
れ
、
塔
頭
と
い
う
日
本
独
自
の
制
度

が
成
立
す
る
に
伴
い
、
師
か
ら
譲
り
受
け
た
袈
裟
だ
け
で
な
く
、
開
山
や
塔
頭

の
創
始
者
の
袈
裟
が
、
い
わ
ば
新
た
な
伝
法
衣
と
し
て
、
寺
院
や
塔
頭
の
宝
物

と
し
て
相
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
日
本
の
禅
宗
に
お
い
て
は
、
初

祖
菩
提
達
磨
が
残
し
た
「
唯
一
の
袈
裟
」
の
故
事
を
翻
案
し
て
、「
伝
法
衣
」

と
称
さ
れ
る
数
多
く
の
袈
裟
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ

は
、
鎌
倉
時
代
の
禅
僧
た
ち
が
留
学
し
た
、
南
宋
時
代
の
中
国
で
も
同
様
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
東
福
寺
の
伝
法
衣
箪
笥
と
五
領
の
伝
法
衣

　

前
章
で
は
日
本
禅
宗
に
お
け
る
「
伝
法
衣
」
と
い
う
概
念
が
浸
透
し
て
い
く

様
相
を
見
て
き
た
が
、
続
い
て
は
、
東
福
寺
に
伝
え
ら
れ
た
伝
法
衣
箪
笥
に
収

め
ら
れ
て
い
る
五
領
の
伝
法
衣
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
染
織
と
し
て

の
特
徴
と
来
歴
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
伝
法
衣
の
相
伝
を
め
ぐ
る
さ
ま

ざ
ま
な
事
象
を
眺
め
て
み
た
い
。

　

慧
日
山
東
福
寺
は
、
洛
外
の
東
南
に
位
置
す
る
大
寺
で
あ
る
。
寺
域
は
鴨
川

の
左
岸
、
東
山
の
山
裾
に
広
が
り
、
渓
谷
を
取
り
込
む
寺
内
は
紅
葉
の
名
所
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
起
源
は
、
延
長
年
間
（
八
八
〇
～
九
四
九
）
に
創

建
さ
れ
た
、
日
本
を
代
表
す
る
貴
族
で
あ
る
藤
原
氏
の
氏
寺
・
法
性
寺
に
発
す

る
。
法
相
宗
を
宗
旨
と
し
て
い
た
法
性
寺
の
地
に
、
禅
僧
の
円
爾
を
招
い
て
東

福
寺
を
開
い
た
の
は
、
時
の
権
力
者
・
九
条
道
家
（
一
一
九
三
～
一
二
五
二
）

で
あ
っ
た
。

　

前
章
で
第
二
世
代
の
禅
僧
と
し
て
紹
介
し
た
円
爾
は
、
鎌
倉
時
代
の
初
め
、

建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
に
駿
河
国
に
生
ま
れ
た
。
初
め
天
台
宗
を
学
び
、
の

ち
に
日
本
禅
宗
の
祖
・
栄
西
の
高
弟
で
あ
る
栄
朝
に
学
ん
で
臨
済
禅
に
傾
倒

し
、
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
三
十
四
歳
の
時
に
入
宋
、
径
山
万
寿
寺
の
無
準

師
範
の
も
と
で
修
行
し
、
印
可
を
得
て
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
に
帰
朝
し

た
。
こ
の
頃
す
で
に
、
鎌
倉
に
寿
福
寺
、
京
都
に
建
仁
寺
と
、
禅
宗
を
兼
学
す

る
寺
が
建
て
ら
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
い
ま
だ
禅
宗
は
仏
教
の
新
興
の
一
派
で

あ
っ
て
、
天
台
宗
な
ど
の
旧
仏
教
側
か
ら
は
容
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
京
都
で
の

布
教
に
は
困
難
が
伴
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
勢
の
中
で
、
九
条
道
家
と
い
う
大

貴
族
の
帰
依
を
受
け
、
円
爾
が
京
都
に
禅
寺
を
開
い
た
の
は
、
画
期
的
な
出
来

事
で
あ
っ
た
。
東
福
寺
も
初
め
は
禅
宗
と
と
も
に
諸
宗
を
兼
学
す
る
寺
で
あ
っ

た
が
、
円
爾
の
も
と
に
集
ま
っ
た
弟
子
た
ち
が
次
々
に
入
宋
し
て
本
格
的
な
宋

朝
禅
を
伝
え
、
や
が
て
純
粋
な
禅
寺
へ
と
発
展
し
て
い
く
。

　

建
仁
寺
、
東
福
寺
の
後
に
続
い
て
、
京
都
に
は
そ
の
後
多
く
の
禅
寺
が
建
て
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ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
東
福
寺
は
や
や
特
殊
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
そ
れ
と

い
う
の
も
、
東
福
寺
の
住
持
と
な
る
も
の
は
、
円
爾
の
法
系
の
み
に
限
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
禅
寺
と
く
に
五
山
に
列
せ
ら
れ
る
よ
う
な
大
寺
は
、
中
国

の
制
度
に
な
ら
っ
て
、
政
治
権
力
の
指
示
の
も
と
諸
寺
を
歴
任
す
る
十
方
住
持

制
を
採
る
。
そ
の
た
め
、
住
持
が
常
に
同
じ
法
系
に
属
す
る
と
は
限
ら
ず
、
ひ

と
つ
の
寺
院
の
中
に
複
数
の
法
系
の
僧
が
共
存
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
そ

の
中
で
、
五
山
の
一
角
を
占
め
る
大
寺
で
あ
り
な
が
ら
、
東
福
寺
の
み
は
円
爾

の
法
系
が
保
た
れ
る
度つ

弟ち

院え
ん

で
あ
っ
た（

（（
（

。
こ
の
点
に
ま
ず
、
東
福
寺
に
五
領
も

の
伝
法
衣
が
伝
え
ら
れ
る
条
件
が
整
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
い
よ
い
よ
、
伝
法
衣
そ
れ
ぞ
れ
の
検
討
に
移
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
袈

裟
は
、「
傳
衣
箱
」
と
墨
書
さ
れ
た
蓋
が
つ
い
た
箪
笥
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
箪

笥
は
浅
い
五
段
の
引
き
出
し
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
上
段
か
ら
、「
楊
岐
和
尚
衣
」

「
密
菴
和
尚
衣
」「
破
菴
和
尚
衣
」「
佛
鑑
禅
師
衣
」「
聖
一
国
師
衣
」
と
金
泥
で

記
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
に
袈
裟
が
一
領
ず
つ
収
め
ら
れ
て
い
る
（
挿
図
6
）。
こ

の
箪
笥
に
記
さ
れ
る
人
名
は
、
最
下
段
の
聖
一
国
師
こ
と
円
爾
か
ら
、
最
上
段

の
楊
岐
和
尚
へ
向
か
っ
て
、
法
系
を
遡
る
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、
箪
笥
自
体

が
師
弟
の
血
脈
を
視
覚
化
し
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
箱
の
背
面
に

は
「
延
寶
五
年
丁
巳
十
月
十
七
日　

慧
日
山
東
福
寺
常
住　

此
箱
黄
檗
下
壽
泉

庵
玄
覚
寄
附
」、
底
面
に
は
「
参
暇　

龍
楚
西
堂　

守
仭
首
座
」
と
の
墨
書
が

あ
り
、
こ
の
伝
法
衣
箪
笥
が
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）、
円
爾
の
忌
日
で
あ
る

十
月
十
七
日
に
、
黄
檗
宗
の
寿
泉
庵
玄
覚
か
ら
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
、
東
福
寺

の
雲
岩
龍
楚
と
千
渓
守
仭
が
関
与
し
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

ま
ず
は
最
上
段
に
収
め
ら
れ
る
楊
岐
方
会
（
九
九
三
～
一
〇
四
六
）
所
用

と
さ
れ
る
袈
裟
か
ら
見
て
い
こ
う（

（（
（

（
図
1
）。
こ
の
袈
裟
は
最
大
丈
一
二
六
・
〇

㎝
、
最
大
幅
三
四
三
・
〇
㎝
。
裏
地
の
な
い
単
の
九
条
袈
裟
で
、
す
べ
て
茶
色

が
か
っ
た
黄
色
の
紗
地
を
用
い
て
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
環
は
円
形
で
一
見
す

る
と
象
牙
に
み
え
る
が
、
実
は
木
地
に
象
牙
を
模
し
て
彩
色
を
施
し
た
品
で
あ

る
。
吊
り
紐
は
失
わ
れ
て
な
い
。
こ
こ
に
使
用
さ
れ
る
生
地
は
ど
の
時
代
に
も

製
作
さ
れ
う
る
の
で
、
染
織
史
の
う
え
か
ら
こ
れ
を
楊
岐
方
会
が
活
躍
し
た
十

一
世
紀
初
頭
の
品
と
類
推
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
墨
書
や
附
属
文
書
な

ど
、
伝
来
の
手
が
か
り
も
ま
っ
た
く
知
ら
れ
な
い
。

　

二
段
目
に
納
め
ら
れ
る
密
庵
咸
傑
（
一
一
一
八
～
八
六
）
と
の
伝
承
を
持
つ

袈
裟
は
、
最
大
丈
約
一
五
〇
・
〇
㎝
、
最
大
幅
三
五
六
・
五
㎝
（
図
2
）。
生
地

の
傷
み
が
激
し
く
、
現
状
で
は
開
披
す
る
の
も
難
し
い
状
態
で
あ
る（

（（
（

。
田
相
は

現
状
で
は
淡
茶
色
を
呈
し
た
菊
折
枝
文
様
の
文
綾
、
そ
の
ほ
か
の
部
分
は
紺
地 挿図 6 　伝衣箱および引き出し金泥書　　東福寺蔵
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に
菊
唐
草
文
様
が
織
り
出
さ
れ
た
文
綾
を
用
い
て
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
（
図
3
）。

紐
座
と
環
座
に
は
錦
や
繻
子
が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
後
補
で

あ
ろ
う
。
裏
地
は
淡
い
萌
葱
色
の
文
綾
で
あ
る
が
、
文
様
は
判
別
で
き
な
い
。

環
は
失
わ
れ
て
お
り
、
吊
り
紐
は
萌
葱
の
組
紐
。
単
仕
立
て
の
掛か

絡ら

と
帽も

う

子す

が

附
属
し
て
い
る
。

　

文
綾
は
い
つ
の
時
代
に
も
見
ら
れ
る
織
組
織
で
あ
る
が
、
経
三
枚
綾
地
に
緯

六
枚
綾
地
は
、
綾
組
織
の
中
で
は
鎌
倉
時
代
以
降
に
一
般
的
に
な
る
組
織
と
さ

れ
る（

（（
（

。
ま
た
文
様
に
見
ら
れ
る
菊
折
枝
と
菊
唐
草
は
、
宋
時
代
の
中
国
の
文
様

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
日
本
的
な
文
様
に
思
わ
れ
る（

（（
（

。
さ
ら
に
、
こ
の
袈
裟

の
裏
面
に
は
、
以
下
の
興
味
深
い
墨
書
が
記
さ
れ
て
い
る
（
挿
図
7
）。

「
先
師
佛
智
禅
師
住
東
昌
時
、

　

正
應
三
年
三
月
新
造
、
住

　

東
福
入
滅
時
、
直
傳
素
簡
畢
、

　

寺
家
一
乱
後
、
重
宗
空
依
失
却
、

　

寄
附
之
、
右
志
者
為
道
戒
禅
門

　

三
十
三
年
也
、

　
　
　
　

享
禄
四
年
三
月　

日　

」　
（
読
点
は
私
に
付
し
た
）

　

享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
に
記
さ
れ
た
こ
の
墨
書
は
、
意
味
の
取
り
が
た
い

箇
所
も
あ
る
が
、前
半
で
は
、円
爾
の
法
嗣
で
あ
る
佛
智
禅
師
・
山
叟
恵
雲（
一

二
三
二
～
一
三
〇
一
）が
、
福
島
県
の
東
昌
寺
に
住
持
し
て
い
た
正
応
三
年（
一

二
九
〇
）
に
こ
の
袈
裟
が
製
作
さ
れ
た
こ
と
、
山
叟
が
東
福
寺
五
世
に
転
じ
て

同
寺
に
て
入
滅
し
た
時
、
素
簡
な
る
人
物
へ
相
伝
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
と
解
し

て
お
き
た
い
。
後
半
で
は
、
戦
乱
に
よ
っ
て
東
福
寺
が
重
ね
て
被
害
を
受
け
多

く
を
失
っ
た
た
め
、
こ
の
袈
裟
を
寄
付
す
る
こ
と
、
こ
の
行
為
は
道
戒
と
い
う

禅
僧
の
三
十
三
回
忌
の
供
養
の
た
め
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
こ
の
袈
裟
は
正
応
三
年
に
製
作
さ
れ
た
山
叟
恵
雲
ゆ
か
り
の
袈
裟
で

あ
り
、
享
禄
四
年
に
本
山
で
あ
る
東
福
寺
に
寄
進
さ
れ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
袈
裟
が
製
作
さ
れ
た
正
応
三
年
を
、
山
叟
恵
雲
の
伝
記
に
照
ら
し

合
わ
せ
る
と
、
こ
の
年
、
の
ち
に
山
叟
の
塔
所
と
な
る
正
覚
庵
が
東
福
寺
内
に

建
造
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
お
そ
ら
く
こ
の
袈
裟
は
、
正
覚
庵
の
伝
法
衣
と
し
て
製
作

さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
以
上
の
諸
点
か
ら
、
こ
れ
は
密
庵
の
袈

裟
で
は
な
く
、
山
叟
恵
雲
の
た
め
に
製
作
さ
れ
た
正
覚
庵
の
伝
法
衣
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
る
。

　

三
段
目
に
収
め
ら
れ
る
の
は
、
破
庵
祖
先
（
一
一
三
六
～
一
二
一
一
）
所
用

と
さ
れ
る
九
条
袈
裟
で
、
最
大
丈
一
二
九
・
七
㎝
、
最
大
巾
三
七
四
・
〇
㎝

（
（（
（

（
図

4
）。
四
種
類
の
生
地
が
用
い
ら
れ
る
が
、
本
来
の
生
地
は
、
淡
黄
の
平
絹
二 挿図 7 　九条袈裟　伝 密庵咸傑料・裏面墨書
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枚
の
間
に
紫
の
籠
綟
れ
の
羅
を
挟
み
、
淡
黄
の
糸
で
一
面
に
刺
納
（
刺
し
子
）

を
施
し
た
、
糞
掃
風
の
施
工
を
見
せ
る
田
相
の
主
要
部
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
生

地
は
、
刺
納
の
後
に
表
面
を
こ
す
っ
て
内
部
の
羅
を
敢
え
て
露
出
さ
せ
、
独
特

の
質
感
を
生
み
出
し
て
い
る（
図
5
）。
紐
座
に
隠
れ
て
見
え
な
い
部
分
に
は「
破

庵
」
と
の
墨
書
が
あ
り
、
こ
の
袈
裟
が
破
庵
祖
先
の
法
衣
と
し
て
認
識
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
田
相
の
う
ち
右
側
の
二
条
分
と
、
行
の
主
要
部
分

は
、
刺
納
を
模
し
て
太
目
の
絵
緯
糸
を
織
り
込
ん
だ
浮
織
で
、
田
相
部
分
は
赤

茶
地
、
行
部
分
は
黄
茶
地
を
呈
す
る
（
図
6
）。
ま
た
行
の
一
部
に
は
、
黄
茶
色

の
平
絹
に
同
色
の
糸
で
刺
納
を
施
し
た
裂
も
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
後
世
に
劣

化
部
分
を
補
う
た
め
に
行
わ
れ
た
補
修
裂
で
あ
ろ
う
。
禅
宗
の
九
条
袈
裟
で
あ

り
な
が
ら
、
ほ
ぼ
長
方
形
を
呈
し
て
お
り
、
上
述
の
よ
う
に
右
端
の
二
条
分
の

み
が
別
裂
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
も
と
は
七
条
で
あ
っ
た
も
の
を
、
九
条
に
改

め
た
可
能
性
が
高
い
。

　

裏
地
は
縁
裏
が
赤
茶
色
、
そ
れ
以
外
は
黄
茶
色
の
平
絹
で
、
黄
茶
色
の
部
分

に
は
、
か
な
り
大
き
な
文
字
で
「
破
庵　

東
福
寺
」
と
の
墨
書
が
入
れ
ら
れ
て

い
る
。
環
は
木
地
で
黒
漆
の
上
に
金
泥
で
雲
の
よ
う
な
文
様
を
描
く
。
吊
り
紐

は
失
わ
れ
て
い
て
現
存
し
な
い
。
袈
裟
包
が
附
属
し
て
お
り
、
裏
面
に
「
破
庵

和
尚
法
衣　

園
育
拝
裹
」
と
の
墨
書
が
あ
る
。

　

刺
納
と
は
、
仏
教
経
典
に
お
い
て
正
統
な
袈
裟
と
さ
れ
て
い
る
糞
掃
衣
に
用

い
ら
れ
る
技
法
で
あ
り
、
現
存
す
る
作
例
か
ら
も
、
糞
掃
衣
は
奈
良
時
代
か
ら

平
安
時
代
に
か
け
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
、
刺
納

を
模
し
た
生
地
で
袈
裟
を
仕
立
て
る
こ
と
は
、
古
風
な
志
向
と
捉
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。
袈
裟
の
裏
面
や
袈
裟
包
に
記
さ
れ
た
墨
書
は
古
い
時
代
の
筆
と
は
思
わ

れ
な
い
が
、
こ
の
袈
裟
が
破
庵
の
袈
裟
と
し
て
東
福
寺
に
秘
蔵
さ
れ
て
き
た
こ

と
は
確
か
で
あ
り
、
破
庵
の
袈
裟
と
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
時
代
の

作
例
と
し
て
も
違
和
感
の
な
い
品
と
い
え
よ
う
。

　

四
段
目
に
は
、
無
準
師
範
所
用
と
さ
れ
る
九
条
袈
裟
が
収
め
ら
れ
て
い
る（

（（
（

（
図

7
）。
こ
の
袈
裟
は
傷
み
が
激
し
く
四
周
に
欠
落
部
分
が
あ
る
た
め
、
正
確
な

法
量
は
分
か
ら
な
い
が
、
最
大
丈
約
一
四
一
・
〇
㎝
、
最
大
幅
約
三
二
九
・
〇

㎝
程
度
。
田
相
に
は
、
補
修
裂
を
含
め
て
三
種
の
生
地
が
用
い
ら
れ
る
が
、
当

初
の
生
地
は
淡
浅
葱
地
の
錦
で
、
生
地
の
傷
み
の
た
め
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、

雲
気
と
反
転
さ
せ
た
鳥
を
組
み
合
わ
せ
た
不
思
議
な
文
様
が
織
り
出
さ
れ
て
い

る
（
図
8
）。
そ
の
ほ
か
の
部
分
に
は
紫
の
羅
が
用
い
ら
れ
る
。
錦
、
羅
と
も
に
、

無
準
師
範
の
活
躍
し
た
南
宋
時
代
以
前
か
ら
、
高
級
織
物
に
は
普
通
に
み
ら
れ

る
織
組
織
で
あ
る
が
、
こ
の
錦
の
文
様
は
独
特
で
管
見
で
は
ま
っ
た
く
類
例
を

見
い
だ
せ
な
い
。
錦
の
織
組
織
は
綾
地
準
複
様
緯
錦
で
、
中
国
で
は
唐
時
代
末

期
か
ら
織
り
始
め
ら
れ
、
遼
時
代
に
大
量
に
製
織
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
降
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
組
織
で
あ
る（

（（
（

（
挿
図
8
）。
か
な
り
古
い
時
代
の
中
国
で
の

作
例
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
が
、
総
合
的
に
考
え
て
宋
時
代
の
染
織
品
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
環
は
木
地
で
雲
の
よ
う
な
文
様
が
陽
刻
さ
れ
て
お

り
、黒
漆
を
塗
っ
た
上
に
金
泥
で
彩
色
さ
れ
て
い
る
。
吊
り
紐
は
黄
色
の
組
紐
。

挿図 8 　�九条袈裟　伝 無準師範料・
　　　　田相部分織組織拡大
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裏
地
は
何
度
も
補
わ
れ
た
よ
う
で
、
淡
浅
葱
色
や
鶸
色
な
ど
数
種
の
平
絹
が
取

り
混
ぜ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
部
は
、
古
い
裏
地
か
ら
墨
書
の

部
分
の
み
を
切
り
取
っ
て
縫
い
付
け
た
も
の
で
、
以
下
の
よ
う
に
、
三
種
の
異

な
る
筆
が
認
め
ら
れ
る
（
挿
図
9
）。

①
「
水
上
山
萬
壽
寺
常
住
也
」

②
「
應
永
廾
四
年
丁酉

三
月
十
五
日

　
　

春
日
山
高
城
護
国
禅
寺
常
住　

重
帰
本
寺
畢　

當
住
持
九
擧
（
花
押
）」

③
「
無
準
和
尚
信
衣

　
　

奉
施
入

　
　

無
準
和
尚
信
衣　

永
明
院
常
住

　
　

永
享
乙卯

正
月
十
一
日　

肥
州
高
城
寺
住
持
比
丘
勇
為
置
之
」

　

こ
の
う
ち
最
も
古
い
と
思
わ
れ
る
の
は
①
で
、
こ
の
袈
裟
が
も
と
は
佐
賀
県

の
万
寿
寺
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
次
に
古
い
の
が
②
で
、

万
寿
寺
か
ら
近
隣
の
高
城
寺
に
移
管
さ
れ
て
い
た
こ
の
袈
裟
が
、
い
ず
こ
か
へ

持
ち
出
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
応
永
二
十
四
年
（
一
四
一
七
）
に
、
再
び

高
城
寺
に
帰
っ
て
き
た
こ
と
を
記
す
。
最
後
が
③
で
、永
享
九
年（
一
四
三
七
）、

こ
の
袈
裟
が
高
城
寺
か
ら
東
福
寺
の
塔
頭
で
あ
る
永
明
院
へ
寄
進
さ
れ
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
。

　

実
は
墨
書
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
裏
地
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
④

の
長
文
の
墨
書
が
あ
り
（
挿
図
10
）、
さ
ら
に
環
座
の
裏
地
に
も
⑤
の
墨
書
が
入

れ
ら
れ
て
い
る
。

④
「�

此
衣
者
佛
鑑
禅
師
之
信
衣
、
肥
州
水
上
山
万
壽
禅
寺
常
住
也
、
応
永
廾
四

丁
酉
附
托
於
同
郷
同
派
春
日
山
高
城
禅
寺
／
永
享
七
乙
卯
高
城
又
寄
附
於

本
寺
永
明
禅
院
畢
矣
、
自
佛
鑑
至
今
四
百
余
年
其
破
裂
紛
乱
殆
不
可
理
、

此
時
有
僧
／
正
圓
者
勧
發
檀
門
而
修
補　

常
楽
祖
師
傳
衣
三
頂
之
次
欲
修

此
衣
并
圓
鑑
相
傳
之
法
衣
也
、
傍
有
僧
碧
雲
者
助
圓
之
／
志
而
報
之
於
其

檀
越
勘
解
由
局
法
諱
自
性
大
師
、
ヽ
ヽ
乃
西
洞
院
殿
息
女　

後
陽
成
院
之 挿図10　�九条袈裟　伝 無準師範料・裏地墨書④

挿図 9 　九条袈裟　伝 無準師範料・
　　　　裏地墨書①②③
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后
妃
而　

姫
宮
大
聖
寺
門
跡
／
永
宗
大
師
之
母
妃
也
、
母
姫
早
入
釋
門
兼

好
奥
福
、
自
性
之
令
弟
葛
岡
某
公
之
妻
法
諱
徳
榮
亦
見
義
勇
為
於
是
三
尼

同
志
／
戮
力
修
之
、
當
修
之
時
着
浄
衣
焚
妙
香
玉
手
親
把
金
針
以
縫
綴

之
、
其
敬
重
者
如
是
、
唯
願
傳
信
衣
於
累
世
扇
祖
風
於
／
万
年
次
冀
信
心

檀
越
二
世
安
楽
乃
至
法
界
平
等
利
益
、　

助
針
比
丘
尼
受
清
侍
者
等
数
輩

　
　
　

願
主　

龍
吟
門
下
野
釋
正
圓　

丹
岳
忠
和
尚
徒
弟
碧
雲

　
　

�　

正
保
三
年
丙
戌
九
月
吉
日　

守
塔
比
丘　

光
琳　

謹
誌
」

�

（
／
は
改
行
を
示
す　

読
点
は
私
に
付
し
た
）

⑤
「
萬
寿
寺
開
山
法
衣
也
」

　

「
此
環
牌
十
一
歳
童
女
綴
補

　
　

正
保
三
丙
戌
九
月
吉
日
」

　

こ
れ
ら
の
墨
書
か
ら
、
た
い
へ
ん
傷
ん
だ
状
態
で
あ
っ
た
こ
の
袈
裟
が
、
東

福
寺
の
正
円
と
い
う
僧
の
発
願
に
よ
っ
て
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
修
理

さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
修
理
に
あ
た
っ
て
は
、
後
陽
成
天
皇
の
妃
で
あ
っ

た
西
洞
院
時
子
や
そ
の
娘
で
あ
る
大
聖
寺
門
跡
永
宗
女
王
、
縁
者
で
あ
る
徳
栄

尼
の
援
助
が
あ
っ
た
。
ま
た
た
い
へ
ん
興
味
を
惹
か
れ
る
の
は
、
正
円
が
「
常

楽
祖
師
傳
衣
三
頂
」
の
次
に
、
こ
の
袈
裟
と
円
鑑
禅
師
こ
と
蔵
山
順
空
（
円
爾

法
嗣
）
の
二
領
の
袈
裟
を
修
理
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
の
時
点
で
、
東
福
寺
の
開
山
堂
で
あ
る
常
楽
庵
に
は
、
三
領
の
伝
法
衣

が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
ら
に
袈
裟
の
所
用
者
に
つ
い
て
、

④
は
仏
鑑
禅
師
こ
と
無
準
師
範
と
し
、
⑤
は
万
寿
寺
開
山
つ
ま
り
円
爾
と
と
も

に
無
準
に
参
じ
た
神
子
栄
尊
と
し
、
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
点
に
も
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

　

以
上
の
諸
点
か
ら
、
こ
の
袈
裟
は
佐
賀
県
の
万
寿
寺
相
伝
の
伝
法
衣
で
あ
っ

た
が
、
い
つ
の
時
代
に
か
近
隣
の
高
城
寺
に
移
管
さ
れ
、
高
城
寺
か
ら
東
福
寺

永
明
院
へ
寄
進
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
袈
裟
は
、
万
寿
寺
の
開
山
で
あ
る
神
子
栄
尊
に
ゆ
か
り
の
品
で
あ
っ
た
蓋

然
性
が
極
め
て
高
い（

（（
（

。
栄
尊
は
前
述
の
よ
う
に
、
円
爾
と
と
も
に
渡
宋
し
て
無

準
師
範
に
参
じ
た
人
物
で
あ
る
が
、
無
準
の
印
可
を
前
に
帰
国
し
、
後
に
円
爾

の
法
嗣
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
無
準
の
法
を
嗣
い
だ
わ
け
で
は
な
い
栄
尊

が
、
伝
法
の
証
で
あ
る
袈
裟
を
拝
領
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
袈
裟
は
墨

書
に
あ
る
よ
う
に
室
町
時
代
に
は
す
で
に
無
準
所
用
の
袈
裟
と
み
な
さ
れ
て
い

る
が
、
実
際
に
は
南
宋
の
地
か
ら
栄
尊
が
請
来
し
た
袈
裟
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
最
下
段
に
収
め
ら
れ
た
円
爾
所
用
と
さ
れ
る
九
条
袈
裟
を
見
て
お

き
た
い（

（（
（

（
図
9
）。
こ
の
袈
裟
は
最
大
丈
一
三
四
・
一
㎝
、
最
大
幅
三
二
四
・
〇

㎝
。
田
相
部
の
裂
は
す
べ
て
欠
失
し
、
現
状
で
は
後
補
の
裏
地
で
あ
る
焦
茶
色

の
平
絹
が
見
え
て
い
る
。
行
の
部
分
に
は
、
小
さ
な
石
畳
を
連
ね
、
石
畳
の
組

み
合
わ
せ
で
花
の
よ
う
な
文
様
を
表
現
し
た
綾
地
準
複
様
緯
錦
が
用
い
ら
れ
る

（
図
10
・
挿
図
11
）。
こ
の
錦
は
経
糸
の
断
裂
が
激
し
く
、
か
な
り
修
理
の
手
が
加

挿図11　�九条袈裟　伝 円爾料　縁部
分織組織拡大
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え
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
中
央
の
三
列
の
行
は
、
原
本
に
な
ら
っ
て
新
た
に

織
っ
た
生
地
に
よ
る
後
補
で
あ
る
。
劣
化
の
様
相
か
ら
も
、
か
な
り
古
い
時
代

の
作
例
と
思
わ
れ
る
が
、
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
小
さ
な
正
方
形
の
組
み
合
わ
せ

で
文
様
を
構
成
す
る
手
法
は
、
適
当
な
類
例
を
見
い
だ
せ
ず
、
染
織
史
の
う
え

か
ら
製
作
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
環
は
玳
瑁
風
の
彩
色
を
施

し
た
木
環
。
橙
色
の
組
紐
の
吊
り
紐
が
附
属
す
る
が
、
こ
れ
も
後
補
で
あ
る
。

袈
裟
包
が
附
属
す
る
が
、墨
書
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

裏
地
は
後
補
の
焦
茶
色
の
平
絹
で
、
こ
ち
ら
に
も
墨
書
な
ど
の
作
品
の
来
歴
を

伝
え
る
手
が
か
り
は
な
い
。

　

以
上
、
引
き
出
し
に
収
め
ら
れ
た
五
領
の
袈
裟
を
詳
細
に
検
討
し
て
き
た
。

こ
こ
で
改
め
て
、
引
き
出
し
に
記
さ
れ
た
人
名
と
内
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
袈

裟
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
一
段
目
の
「
楊
岐
和
尚
衣
」
に
つ
い

て
は
、
残
念
な
が
ら
製
作
年
代
を
決
め
る
手
が
か
り
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。

二
段
目
の
「
密
菴
和
尚
衣
」
は
、
文
様
か
ら
も
裏
面
の
墨
書
か
ら
も
密
庵
咸
傑

の
袈
裟
と
は
考
え
が
た
い
。
む
し
ろ
作
風
と
墨
書
か
ら
、
円
爾
の
法
嗣
で
あ
る

山
叟
恵
雲
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
東
福
寺
内
の
正
覚
庵
の
伝
法
衣
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
り
、
の
ち
に
正
覚
庵
か
ら
東
福
寺
に
寄
進
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
三
段
目
の
「
破
菴
和
尚
衣
」
は
、
染
織
史
の
う
え
で
は
か
な
り
古

い
作
例
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
製
作
年
代
を
断
定
す
る
に
は
決
め
手
に
欠
け

る
。
し
か
し
、
袈
裟
と
袈
裟
包
に
こ
れ
を
破
庵
所
用
と
す
る
墨
書
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
東
福
寺
内
に
お
い
て
古
く
か
ら
破
庵
祖
先
の
伝
法
衣
と
し
て
秘

蔵
さ
れ
て
き
た
品
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
四
段
目
の
「
佛
鑑
禅
師
衣
」

は
、
染
織
史
の
う
え
か
ら
は
無
準
師
範
の
時
代
の
中
国
で
の
製
作
と
し
て
違
和

感
の
な
い
作
例
で
あ
る
が
、
裏
地
に
記
さ
れ
た
長
文
の
銘
文
に
よ
れ
ば
、
佐
賀

県
の
万
寿
寺
に
伝
え
ら
れ
た
伝
法
衣
で
、
万
寿
寺
開
山
で
あ
る
神
子
栄
尊
の
所

用
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
と
こ
ろ
が
、無
準
に
参
じ
た
栄
尊
の
経
歴
か
ら
、

こ
の
袈
裟
は
す
で
に
中
世
に
は
無
準
の
袈
裟
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
近
隣
の
高

城
寺
に
移
管
さ
れ
た
の
ち
、
高
城
寺
か
ら
無
準
の
袈
裟
と
し
て
東
福
寺
塔
頭
の

永
明
院
に
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
五
段
目
の
「
聖
一
国
師
衣
」
は
、

類
例
を
み
な
い
珍
し
い
文
様
構
成
で
、
織
物
と
し
て
は
か
な
り
古
い
作
例
に
見

受
け
ら
れ
る
が
、
製
作
年
代
を
絞
り
込
め
る
手
が
か
り
に
欠
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
そ
の
本
当
の
意
味
で
の
所
用
者
の
真
偽
は
と
も

か
く
、
引
き
出
し
に
記
さ
れ
た
伝
承
所
用
者
名
と
収
め
ら
れ
た
袈
裟
に
矛
盾
が

な
い
の
は
、
三
段
目
の
破
庵
祖
先
の
み
と
言
え
る
。
一
段
目
の
楊
岐
方
会
と
五

段
目
の
円
爾
の
袈
裟
に
つ
い
て
は
、
所
用
者
を
特
定
す
る
手
が
か
り
は
こ
の
引

き
出
し
の
記
述
の
み
で
あ
る
。
二
段
目
と
四
段
目
は
伝
承
所
用
者
名
と
袈
裟
が

一
致
し
て
お
ら
ず
、
二
段
目
は
密
庵
咸
傑
で
は
な
く
山
叟
恵
雲
、
四
段
目
は
無

準
師
範
で
は
な
く
神
子
栄
尊
の
袈
裟
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
四
段
目

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
中
世
か
ら
無
準
の
袈
裟
と
み
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、

伝
法
衣
箪
笥
を
製
作
し
た
当
時
、
無
準
所
用
と
さ
れ
た
と
し
て
も
首
肯
で
き

る
。
問
題
と
な
る
の
は
二
段
目
で
、
裏
面
墨
書
か
ら
は
山
叟
恵
雲
の
伝
法
衣
と

考
え
ら
れ
る
の
に
、
密
庵
の
引
き
出
し
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
ど
う
に
も
不

審
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
も
、
少
し
視
野
を
広
げ
て
、
東
福
寺
の
伝
法
衣
に

関
す
る
文
献
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
注
目
し
た
い
の

は
、
無
準
か
ら
円
爾
に
宛
て
た
自
筆
書
状
「
無
準
師
範
墨
蹟　

与
聖
一
国
師
尺

牘
」
で
あ
る
。
こ
の
書
状
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
現
在
は
東
京
の
畠
山

記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る（

（（
（

（
挿
図
12
）。
世
に
仏
鑑
禅
師
付
法
伝
衣
の
書
簡
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
円
爾
に
付
与
し
た
錦
の
法
衣
は
、
代
々
の
知
識
に
受
け
継
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が
れ
て
き
た
品
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
相
伝
に
あ
た
っ
て
は
間
違
い

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（「
就
有

錦
法
衣
壹
頂
附
去
、
乃
是
従
上

来
諸
知
識
所
傳
者
、
以
表
付
授
不

妄
」）、
と
述
べ
た
一
節
が
あ
る
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述

か
ら
、
円
爾
が
無
準
か
ら
相
伝
し

た
袈
裟
は
、
無
準
も
ま
た
代
々
の
師
か
ら
相
伝
し
た
伝
法
衣
で
あ
り
、
錦
つ
ま

り
多
色
の
糸
を
織
り
こ
ん
だ
文
様
織
物
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。
ま
た
、
同
様
の
内
容
を
有
す
る
無
準
か
ら
円
爾
に
宛
て
た
書
状
の
写

し
が
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
（
挿
図
13
）、
こ
こ
で
も
、
錦
の

法
衣
は
相
伝
の
品
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（「
錦
法
衣
一
頂
乃
前
輩

尊
宿
相
傳
者
付
去
、
遇
説
法
一
披（

（（
（

」）。

　

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
円
爾
の
伝
記
と
し
て
最
も
成
立
が
古
く
弘
安
四
年

（
一
二
八
一
）
に
鉄
牛
円
心
（
一
二
五
四
～
一
三
二
六
）
が
編
集
し
た
と
さ
れ

る
「
東
福
開
山
聖
一
国
師
年
譜
」
の
記
事
で
あ
る
。
円
爾
が
無
準
か
ら
帰
国
す

べ
き
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
淳
祐
元
年
（
仁
治
二
年
・
一
二
四
一
）
三
月
一
日
条

に
、
無
準
よ
り
宗
派
図
と
と
も
に
密
庵
の
法
衣
と
竹
杖
を
付
与
さ
れ
た
、
と
あ

る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い（

（（
（

。
伝
法
衣
の
所
用
者
が
、
こ
こ
で
は
無
準
の
師
で

あ
る
破
庵
の
師
、
密
庵
咸
傑
と
特
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、

同
年
四
月
廿
日
条
に
は
、
円
爾
が
無
準
に
最
後
の
拝
別
を
行
っ
た
時
に
、
楊
岐

方
会
の
法
衣
と
『
大
明
録
』
を
付
与
さ
れ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
無
準
が
円

爾
だ
け
に
二
領
も
の
伝
法
衣
を
付
与
す
る
の
は
不
審
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
れ

は
一
領
の
伝
法
衣
に
対
し
て
二
人
の
伝
承
所
用
者
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
す
で
に
こ
の
時
点
で
、
円
爾
が
相
伝
し
た
伝
法
衣
は
二
領
あ

り
、
ひ
と
つ
は
密
庵
咸
傑
所
用
品
、
い
ま
ひ
と
つ
は
楊
岐
方
会
所
用
品
と
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
円
爾
が
示
寂
し
て
三
十
六
年
後
の
正
和
五
年
（
一
三
一
六
）
に
ま

と
め
ら
れ
た
「
円
爾
遺
物
具
足
目
録
」、
つ
ま
り
円
爾
の
遺
品
目
録
で
は
、「
法

衣
一
帖
」「
綴
袈
裟
一
帖
」
の
二
領
の
袈
裟
が
記
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
袈
裟
に

つ
い
て
は
他
に
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）、
戦
乱
に
取
り
紛
れ
行
方
が
分
か

ら
な
く
な
り
、
翌
年
再
び
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
な

挿図12　重要文化財　尺牘 円爾宛　無準師範筆　　畠山記念館蔵

挿図13　尺牘 円爾宛　伝無準師範筆　　東京国立博物館蔵
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ど（
（（
（

、
東
福
寺
山
内
に
お
い
て
宝
物
と
し
て
特
別
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
伝
法
衣
が
収
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
円
爾
の
塔

所
で
あ
る
東
福
寺
内
の
常
楽
庵
（
開
山
堂
）
に
設
け
ら
れ
た
伝
衣
閣
で
あ
る
。

こ
の
常
楽
庵
は
円
爾
の
塔
所
と
し
て
法
流
に
追
慕
さ
れ
、
興
国
四
年
（
一
三
四

三
）
に
は
、
献
じ
ら
れ
た
多
く
の
偈
を
ま
と
め
て
「
常
楽
拝
塔
偈
」
が
編
纂
さ

れ
た
。
そ
の
中
に
収
録
さ
れ
る
、
長
令
と
い
う
人
物
が
詠
ん
だ
「
楊
岐
十
世
破

袈
裟
、
授
受
重
々
錦
上
華
、
過
現
未
来
大
寂
定
、
微
塵
刹
土
率
覩
婆
」
と
い
う

偈
に
注
目
し
た
い（

（（
（

。
こ
の
偈
に
は
、
常
楽
庵
に
伝
え
ら
れ
る
円
爾
の
袈
裟
が
、

楊
岐
方
会
か
ら
十
代
の
祖
師
を
経
て
相
伝
さ
れ
た
と
詠
ま
れ
て
お
り
、
伝
法
衣

の
伝
承
所
用
者
は
楊
岐
方
会
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
常
楽
庵
に
楊
岐
方
会
所
用
と
さ
れ
る
袈
裟
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、『
東
福
寺
誌
』
に
収
録
さ
れ
た
明
応
庚
申
（
九
年
・
一
五
〇
〇
）
の
法
衣

箱
の
箱
書
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る（

（（
（

。
そ
こ
に
は
楊
岐
の
法
衣
の
劣
化

が
心
配
さ
れ
る
の
で
、
今
後
は
曝
涼
の
折
に
も
衣
桁
に
掛
け
ず
、
箱
の
蓋
に
載

せ
る
よ
う
に
、
と
の
指
示
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
明
応
九

年
に
は
、
常
楽
庵
に
楊
岐
方
会
所
用
と
さ
れ
る
法
衣
が
納
め
ら
れ
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
円
爾
の
塔
所
で
あ
る
常
楽
庵
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
の
法

衣
は
、
無
準
か
ら
円
爾
へ
の
伝
法
衣
と
さ
れ
て
い
た
袈
裟
そ
の
も
の
で
あ
っ
た

蓋
然
性
が
高
い
。

　

以
上
、
東
福
寺
の
伝
法
衣
に
関
す
る
文
献
資
料
を
通
覧
す
る
と
、
円
爾
が
無

準
か
ら
付
与
さ
れ
た
伝
法
衣
は
錦
袈
裟
で
あ
っ
た
こ
と
、
楊
岐
方
会
所
用
品
と

密
庵
咸
傑
所
用
品
と
の
二
説
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
伝
法
衣
は
東
福
寺
内
の
開
山

堂
で
あ
る
常
楽
庵
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
明
応
九
年
ま
で
は
同

所
に
楊
岐
方
会
所
用
と
伝
え
る
法
衣
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

翻
っ
て
伝
法
衣
箪
笥
の
内
容
品
を
再
考
す
る
と
、
一
段
目
の
楊
岐
所
用
と
さ

れ
る
袈
裟
は
紗
、
二
段
目
の
密
庵
所
用
と
さ
れ
る
袈
裟
は
綾
で
仕
立
て
ら
れ
て

お
り
、
い
ず
れ
も
錦
袈
裟
に
は
該
当
し
な
い
。
箪
笥
内
の
袈
裟
で
錦
袈
裟
と
言

え
る
の
は
、
三
段
目
の
無
準
所
用
品
と
五
段
目
の
円
爾
所
用
品
だ
け
で
あ
る
。

無
準
所
用
品
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
神
子
栄
尊
所
用
品
で
あ
り
、
永
享
九
年
以

降
に
東
福
寺
塔
頭
の
永
明
院
に
寄
進
さ
れ
た
品
で
あ
っ
て
、
円
爾
が
相
伝
し
た

伝
法
衣
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
五
段
目
つ
ま
り
円
爾
所
用
と

さ
れ
て
い
る
袈
裟
こ
そ
が
、
円
爾
が
無
準
か
ら
相
伝
し
た
伝
法
衣
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
本
来
は
密
庵
咸
傑
の
袈
裟
が
入
る
べ
き
引
き
出
し
に
、
山
叟
恵
雲

所
用
と
の
墨
書
を
伴
う
袈
裟
が
収
め
ら
れ
て
い
た
理
由
と
し
て
は
、
円
爾
の
伝

記
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
「
東
福
開
山
聖
一
国
師
年
譜
」
に
、
楊
岐
方
会

所
用
品
と
密
庵
咸
傑
所
用
品
の
二
領
の
伝
法
衣
を
円
爾
が
相
伝
し
た
こ
と
が
記

載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
二
領
が
、
円
爾
の
法
脈
を
継
承
す
る
人
々
に
と
っ
て
、

東
福
寺
に
存
在
す
べ
き
伝
法
衣
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
と
論
者
は
考
え
る
。

伝
法
衣
箪
笥
の
製
作
が
企
画
さ
れ
た
時
、
引
き
出
し
に
記
す
所
用
者
名
は
、
常

楽
庵
の
伝
衣
閣
に
安
置
さ
れ
て
い
た
伝
法
衣
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
東
福
寺
派
と
し
て
、
か
く
あ
る
べ
き
人
名
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
東
福
寺
内
に
存
在
し
て
い
た
古
袈
裟
が
お
の
お
の
の
人
名
に
割
り
当
て

ら
れ
、
箪
笥
の
各
段
に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
、
こ
れ

ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
所
用
者
名
の
引
き
出
し
が
あ
れ
ば
そ
の
段
に
収
め
た
だ

ろ
う
が
、
該
当
す
る
袈
裟
が
存
在
し
な
い
場
合
、
作
為
的
に
別
の
所
用
者
の
袈

裟
を
割
り
当
て
る
こ
と
も
起
こ
り
得
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
山
叟
恵
雲
の
伝

法
衣
は
、
密
庵
咸
傑
の
引
き
出
し
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

上
述
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
来
歴
を
経
て
、
こ
れ
ら
の
五
領
の
袈
裟
が
一
堂
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に
集
め
ら
れ
、
伝
法
衣
箪
笥
に
収
め
ら
れ
た
の
は
、
戦
乱
の
世
が
よ
う
や
く
治

ま
り
徳
川
幕
府
に
よ
る
平
和
な
時
代
が
確
か
に
な
っ
た
延
宝
五
年
（
一
六
七

七
）、
円
爾
の
忌
日
で
あ
る
十
月
十
七
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
年
後
、
延
宝
七

年
の
十
月
十
七
日
に
は
、
東
福
寺
に
お
い
て
円
爾
の
四
百
回
忌
が
盛
大
に
執
り

行
わ
れ
て
い
る
。
伝
法
衣
箪
笥
の
製
作
は
、
こ
の
遠
忌
に
あ
わ
せ
て
計
画
さ
れ

た
記
念
事
業
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
頃
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
寺
院
統
制
政

策
が
浸
透
し
、
本
山
は
財
政
的
に
も
宗
派
的
に
も
一
門
の
中
心
的
な
存
在
で
あ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
勢
の
中
で
、
威

信
財
で
あ
る
袈
裟
は
、
一
瞥
で
師
資
相
承
の
正
し
さ
を
明
示
す
る
伝
法
衣
箪
笥

に
納
め
ら
れ
、
東
福
寺
派
の
正
統
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
本
山
の
権
威
を

高
め
る
た
め
に
機
能
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
楊
岐
か
ら
円
爾
へ
と
連

な
る
五
段
の
引
き
出
し
は
、
ま
さ
し
く
視
覚
化
さ
れ
た
血
脈
と
し
て
意
図
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
日
本
に
お
け
る
禅
宗
と
袈
裟
の
関
わ
り
を
、
そ
の
初
期
に
当
た

る
十
三
世
紀
を
中
心
に
、
文
献
と
作
例
を
通
し
て
概
観
す
る
と
と
も
に
、
東
福

寺
に
伝
え
ら
れ
た
伝
法
衣
箪
笥
に
収
め
ら
れ
た
五
領
の
袈
裟
を
分
析
す
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
袈
裟
の
染
織
史
的
位
置
と
そ
の
相
伝
の
様
相
を
明
ら
か

に
し
て
き
た
。

　

禅
の
本
格
的
な
受
容
の
最
初
期
か
ら
す
で
に
、
袈
裟
は
師
か
ら
贈
ら
れ
る
伝

法
の
証
と
さ
れ
、
高
僧
が
開
い
た
寺
院
や
、
隠
居
所
で
あ
り
ま
た
時
に
は
墓
所

と
も
な
る
ゆ
か
り
の
塔
頭
に
、
幾
代
に
も
わ
た
っ
て
相
伝
さ
れ
る
と
い
う
形
態

が
確
立
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
威
信
財
と
し
て
の
高
い
価
値
ゆ
え

に
、
本
来
の
場
所
を
離
れ
て
移
動
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
り
得
た
の
で
あ

る
。
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
東
福
寺
の
五
領
の
伝
法
衣
に
お
い
て
も
、
二
領

は
本
来
東
福
寺
に
伝
え
ら
れ
た
品
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
は
九
州
の
佐
賀
の
末
寺

か
ら
東
福
寺
の
山
内
塔
頭
を
経
て
、い
ま
ひ
と
つ
は
東
福
寺
山
内
の
塔
頭
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
本
山
で
あ
る
東
福
寺
に
寄
進
さ
れ
た
袈
裟
で
あ
っ
た
。
そ
の
寄
進
年

代
や
袈
裟
に
記
さ
れ
た
墨
書
か
ら
は
、
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
疲
弊
し
た
本
山
の

寺
運
回
復
を
願
う
志
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
袈
裟
が
贈
与
さ
れ
た
の

は
、
そ
れ
が
宝
物
と
し
て
高
い
価
値
を
有
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

染
織
史
の
手
法
に
よ
る
分
析
か
ら
は
、
東
福
寺
の
五
領
の
伝
法
衣
は
い
ず
れ

も
、
伝
法
衣
箪
笥
に
記
さ
れ
た
通
り
の
所
用
者
と
は
断
定
で
き
ず
、
ま
た
明
ら

か
に
所
用
者
が
異
な
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
領
と
も

相
応
に
時
代
を
経
た
中
世
の
作
例
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
二
段
目
の
密

庵
咸
傑
の
段
に
収
め
ら
れ
て
い
る
山
叟
恵
雲
の
袈
裟
は
、
正
応
三
年
（
一
二
九

〇
）
と
の
年
紀
を
伴
う
鎌
倉
時
代
後
期
の
基
準
作
、
四
段
目
の
無
準
師
範
の
段

に
収
め
ら
れ
て
い
る
神
子
栄
尊
の
袈
裟
は
、
南
宋
時
代
十
三
世
紀
前
半
の
作

例
、
五
段
目
の
円
爾
の
段
に
収
め
ら
れ
て
い
る
無
準
師
範
か
ら
円
爾
へ
贈
ら
れ

た
伝
法
衣
は
、
数
代
の
祖
師
た
ち
に
わ
た
っ
て
相
伝
さ
れ
た
き
た
品
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
南
宋
時
代
十
三
世
紀
前
半
を
遡
る
作
例
と
み
な
し
得
よ
う
。
こ
の
東

福
寺
派
が
宝
物
視
し
て
き
た
円
爾
の
伝
法
衣
に
つ
い
て
は
、
箪
笥
内
の
作
品
に

所
用
者
を
示
す
手
が
か
り
は
存
在
し
な
い
が
、
師
で
あ
る
無
準
師
範
か
ら
円
爾

に
宛
て
た
自
筆
書
状
、
円
爾
の
伝
記
史
料
、
東
福
寺
の
寺
院
文
書
な
ど
の
関
連

文
書
の
解
析
の
結
果
、
五
段
目
の
円
爾
の
段
に
収
め
ら
れ
て
い
る
袈
裟
と
特
定

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
伝
法
衣
は
比
較
作
例
の
少
な
い
未
知
の
染
織
品
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
、
禅
宗
に
お
け
る
相
伝
品
と
し
て
の
機
能
に
注
目
し
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
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は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
伝
法
衣
研
究
は
、
染
織
品
そ

の
も
の
の
分
析
に
加
え
、
禅
僧
の
肖
像
画
で
あ
る
頂
相
、
寺
院
文
書
な
ど
の
文

字
資
料
を
加
え
、
禅
宗
の
相
伝
品
と
し
て
の
機
能
を
視
野
に
入
れ
て
深
め
ら
れ

て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
伝
法
衣
箪
笥
に
見
る
よ
う
に
、
袈
裟
に
は
伝
承

所
用
者
が
仮
託
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
り
得
る
。
正
統
性
の
証
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
伝
法
衣
は
守
り
伝
え
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
移
動
し
、
そ
し

て
時
に
は
そ
の
威
信
財
と
し
て
の
価
値
ゆ
え
に
異
な
る
所
用
者
名
を
付
与
さ

れ
、
現
代
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
註
〉1	

袈
裟
と
は
、
仏
教
の
出
家
者
が
身
に
着
け
る
基
本
的
な
衣
服
で
あ
る
。
仏
教
発
祥

の
地
で
あ
る
イ
ン
ド
で
は
袈
裟
の
み
が
身
に
着
け
ら
れ
て
い
た
が
、
仏
教
が
寒
冷

地
へ
と
伝
え
ら
れ
る
に
つ
れ
、
法
衣
の
う
ち
の
最
上
層
に
身
に
着
け
る
衣
服
と
さ

れ
た
。
小
さ
な
生
地
を
縫
い
つ
な
い
で
長
方
形
に
整
え
る
の
が
本
義
で
あ
り
、
短

辺
も
長
辺
も
数
枚
の
裂
で
構
成
さ
れ
る
。
長
辺
に
つ
な
ぐ
生
地
列
の
数
に
よ
っ

て
、
五
条
、
七
条
、
九
条
、
さ
ら
に
二
十
五
条
ま
で
の
奇
数
条
の
袈
裟
が
存
在
し
、

五
条
は
作
務
の
折
に
、
七
条
は
普
段
の
生
活
に
、
九
条
以
上
は
説
法
や
儀
礼
な
ど

威
儀
を
整
え
る
折
に
用
い
ら
れ
た
。
袈
裟
の
構
造
と
各
部
名
称
に
つ
い
て
は
、
稿

末
の
【
参
考
資
料
1
】
九
条
袈
裟
の
各
部
名
称
を
参
照
。

2	

沢
田
む
つ
代
『
上
代
裂
集
成
―
古
墳
出
土
の
繊
維
製
品
か
ら
法
隆
寺
・
正
倉
院
裂

ま
で
』中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
二
六
～
二
七
・
一
〇
一
頁
を
参
照
。

3	

正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
寶
物
1　

北
倉
Ⅰ
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
、

一
〇
～
一
九
、
一
二
六
～
一
三
七
・
二
六
四
頁
を
参
照
。

4	

糞
掃
衣
（Sk. Pāsukūla

）
と
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
墓
場
な
ど
に
打
ち

捨
て
ら
れ
た
生
地
や
穢
れ
た
生
地
を
、
洗
い
清
め
て
使
用
で
き
る
部
分
の
み
を

切
り
取
り
、
そ
れ
ら
を
重
ね
、
補
強
の
た
め
に
雑
巾
の
よ
う
に
運
針
を
加
え
た

生
地
に
よ
っ
て
作
成
し
た
、
い
わ
ば
ぼ
ろ
ぎ
れ
か
ら
成
る
袈
裟
を
い
う
。
糞
掃

衣
の
仏
教
経
典
上
の
出
典
や
詳
細
な
製
作
方
法
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
に

詳
し
い
。LY

M
A

N
 M

arie, 

“Distant M
ountains and the Influence of 

the Funzō-e on the T
radition of Buddhist Clerical Robes in Japan

”, 
T

extile M
useum

 Journal 23, 1984, 25-41. 

松
村
薫
子
「『
糞
掃
衣
』
研
究
」

『
文
化
論
集
』
八
、
神
戸
女
学
院
大
学
大
学
院
、
一
九
九
八
年
、
一
二
～
五
〇
頁
。

同
「
糞
掃
衣
の
展
開
―
道
元
の
解
釈
を
中
心
と
し
て
―
」『
文
化
論
集
』
一
〇
、

神
戸
女
学
院
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
〇
～
四
三
頁
。
同
『
糞
掃
衣
の
研

究
―
そ
の
歴
史
と
聖
性
―
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
六
年
。

5	

最
澄
が
中
国
留
学
中
に
得
た
湛
然
（
七
一
一
～
七
八
二
）
の
袈
裟
と
考
え
ら
れ
る

七
条
袈
裟
が
、
延
暦
寺
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
袈
裟
は
、
濃
茶
の
麻
布
を
下

地
に
、
白
・
白
茶
・
縹
・
淡
紫
に
染
め
た
麻
の
繊
維
と
紫
の
平
織
麻
の
裂
片
を
置

き
、
縹
に
染
め
た
麻
糸
で
ぐ
し
縫
い
に
し
た
、
ほ
か
に
類
を
見
な
い
施
工
の
糞
掃

衣
で
あ
り
、
裏
地
に
「
荊
渓
和
尚
納
鎮
仏
隴
供
養
」
と
の
銘
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
京
都
国
立
博
物
館
ほ
か
編
『
最
澄
と
天
台
の

国
宝
』（
展
覧
会
図
録
）
読
売
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
年
、
六
六
～
六
七
頁
、
三
一

二
頁
（
山
川
曉
解
説
）。
京
都
国
立
博
物
館
編
『
高
僧
と
袈
裟
』（
展
覧
会
図
録
）

京
都
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
〇
年
、
五
〇
～
五
一
頁
、
二
二
二
頁（
山
川
曉
解
説
）。

	

空
海
が
中
国
の
師
で
あ
る
恵
果
か
ら
相
伝
し
た
と
さ
れ
る
、
綴
織
に
よ
る
七
条
袈

裟（
通
称
・
健
陀
縠
糸
袈
裟
）は
、東
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。詳
細
に
つ
い
て
は
、

以
下
を
参
照
。
京
都
国
立
博
物
館
編
『
東
寺
国
宝
展
』（
展
覧
会
図
録
）
京
都
国

立
博
物
館
、
一
九
九
五
年
、
一
六
〇
～
六
一
頁
、
二
三
六
～
三
七
頁
（
河
上
繁
樹

解
説
）。
前
掲
『
高
僧
と
袈
裟
』、
四
四
～
四
五
頁
、
二
二
〇
頁
（
山
川
曉
解
説
）。

6	

程
正
「
初
期
禅
宗
に
お
け
る
七
祖
の
問
題
―
南
宗
を
中
心
と
し
て
―
」『
駒
澤
大

学
禅
研
究
所
年
報
』
一
五
、
二
〇
〇
三
年
、
二
五
七
～
二
七
五
頁
。

7	
SEID

EL A
nna, 

“Kokuhō: N
ote à propos du term

e ʻT
résor N

ationalʼ 
en Chine et au Japon

”, BE
FE

O
 69, LʼÉcole Française dʼExtrêm

e-
O

rient, 1981, 229-261. SEID
EL A

nna, 

“Denʼe

”, H
ōbōgirin 8, LʼÉcole 

Française dʼExtrêm
e-O

rient et La M
aison Franco-Japanaise de 

T
okyo, 2003, 1171-1178. FA

U
RE Bernard, 

“Quand Lʼhabit Fait 
le M

oine: T
he Sym

bolism
 of the K

asaya in Sōtō Zen

”, C
ahiers 

dʼE
xtrêm

e-A
sie 8, 1995, 335-396. A

D
A

M
EK

 W
endi, T

he M
ystique of 

T
ransm

ission: O
n an E

arly Chan H
istory and Its Contexts, Colom

bia 
U

niversity Press, 2007. 

川
口
高
風
『
法
服
格
正
の
研
究
』
第
一
書
房
、
一
九

七
六
年
。
松
村
薫
子
、
前
掲
書
。
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8	

井
筒
雅
風『
袈
裟
史
』文
化
時
報
社
、
一
九
六
五
年
。
同『
法
衣
史
』雄
山
閣
出
版
、

一
九
八
二
年（
一
九
七
四
年
初
版
）。
同『
法
衣
史　

増
補
改
訂
版
』雄
山
閣
出
版
、

一
九
七
七
年
。

9	
切
畑
健
「
妙
光
寺
九
條
袈
裟
（
法
燈
国
師
所
用
）
に
つ
い
て
」『
学
叢
』
一
、
京

都
国
立
博
物
館
、
一
九
七
九
年
、
九
六
～
一
〇
六
頁
。

10	

山
川
曉
「
牡
丹
唐
草
文
様
二
十
五
条
袈
裟
（
応
夢
衣
）
を
め
ぐ
っ
て
」『
学
叢
』

二
四
、
京
都
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年
、
七
九
～
八
八
頁
。「
こ
ろ
も
が
秘
め

る
ふ
た
つ
の
歴
史
」『
高
僧
と
袈
裟
』（
展
覧
会
図
録
）
京
都
国
立
博
物
館
、
二
〇

一
〇
年
、
六
～
一
九
頁
。「
威
信
財
と
し
て
の
袈
裟
―
南
浦
紹
明
所
用
袈
裟
を
め

ぐ
っ
て
」『
美
術
史
歴
参　

百
橋
明
穂
先
生
退
職
記
念
献
呈
論
文
集
』
中
央
公
論

美
術
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
二
〇
一
～
二
二
〇
頁
。

11	

代
表
的
な
文
献
の
み
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。
京
都
国
立
博
物
館
編『
禅
の
美
術
』

法
蔵
館
、一
九
八
三
年
。
五
島
美
術
館
編『
鎌
倉
円
覚
寺
の
名
宝
』（
展
覧
会
図
録
）

五
島
美
術
館
、
二
〇
〇
七
年
。
東
京
国
立
博
物
館
編『「
京
都
五
山
禅
の
文
化
」展
』

（
展
覧
会
図
録
）
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
七
年
。
前
掲
『
高
僧
と
袈
裟
』。

12	

東
福
寺
の
五
領
の
伝
法
衣
の
う
ち
三
領
に
つ
い
て
は
、
切
畑
健
、
前
掲
書
、
一
〇

六
頁
で
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

13	

当
該
期
の
日
中
交
流
の
状
況
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
榎
本
渉
『
僧
侶
と
海
商

た
ち
の
東
シ
ナ
海
』（
選
書
日
本
中
世
史
4
）
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
六
二

～
五
頁
。

14	

本
論
文
に
関
わ
る
禅
僧
の
法
系
図
に
つ
い
て
は
、
稿
末
の
【
参
考
資
料
2
】
関
係

禅
僧
法
系
略
図
を
参
照
。
日
本
中
世
の
禅
宗
史
お
よ
び
中
国
へ
の
留
学
僧
と
中
国

か
ら
の
来
朝
僧
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
竹
貫
元
勝『
日
本
禅
宗
史
』

大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
。
伊
吹
敦
『
禅
の
歴
史
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
。　

留
学
僧
と
来
朝
僧
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
駒
沢
大
学
内
禅
学
大
辞

典
編
纂
所
編
『
禅
学
大
辞
典
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
。
玉
村
竹
二
『
五
山

禅
僧
伝
記
集
成
【
新
装
版
】』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
。

15	

栄
西
の
法
脈
に
つ
い
て
は
、【
参
考
資
料
2
】
を
参
照
。
留
学
年
時
や
伝
法
衣
の
相

伝
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
史
料
を
参
照
し
た
。
虎
関
師
錬
『
元
亨
釈
書
』（『
大
日

本
仏
教
全
書
』
一
〇
一
）
仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
三
年
、
二
二
～
二
七
頁
。「
蓮

華
院
血
脈
写
」（『
大
日
本
史
料
』
五
―
二
二
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
五

六
年
、
三
七
六
頁
。

16	

「
元
久
二
年
春
三
月
畿
甸
大
風
。
都
人
謠
言
。
比
来
西
師
新
唱
禅
要
。
其
徒
衣
服

異
製
。
加
梨
博
幅
。
直
裰
大
袖
。
行
道
之
時
多
含
飈
風
。」
前
掲
、『
元
亨
釈
書
』、

二
六
頁
。

17	

鏡
島
元
隆
監
修
・
水
野
弥
穂
子
訳
註
『
正
法
眼
蔵
4
』（『
道
元
禅
師
全
集　

原
文

対
照
現
代
語
訳
』
四
）
春
秋
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八
四
～
一
八
五
頁
。

18	

「
ま
た
芙
蓉
の
袈
裟
伝
わ
り
て
天
童
に
あ
り
し
事
。
伝
衣
を
見
る
に
こ
れ
に
依
ら

ば
不
審
の
事
。
こ
れ
あ
り
。
ま
た
云
く
、法
衣
の
こ
の
う
ち
に
伝
わ
り
し
こ
と
は
、

見
聞
に
及
ば
ず
。
あ
る
人
の
自
ら
称
す
る
の
み
な
り
。」
鏡
島
元
隆
監
修
・
高
橋

文
二
、
角
田
泰
隆
、
石
井
清
純
訳
註
『
御
遺
言
記
録
』（『
道
元
禅
師
全
集　

原
文

対
照
現
代
語
訳
』
一
七
）
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
、
七
一
頁
。

19	

中
世
古
祥
道
『
道
元
禅
師
伝
の
研
究　

続
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
七
年
、
一
四

八
～
一
九
三
頁
。
中
世
古
氏
は
、
同
書
に
お
い
て
泉
福
寺
に
伝
わ
る
袈
裟
を
「
芙

蓉
袈
裟
」と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
世
古
氏
が
指
摘
し
た
泉
福
寺
の「
芙

蓉
袈
裟
」
は
、
二
〇
〇
二
年
に
福
岡
市
美
術
館
に
お
い
て
展
示
さ
れ
た
無
著
妙
融

（
一
三
三
三
～
九
三
）
の
袈
裟
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
は
以
下
の
図

録
を
参
照
。
福
岡
市
美
術
館
編
『
悟
り
の
美
』（
展
覧
会
図
録
）
福
岡
市
美
術
館
、

二
〇
〇
二
年
、
七
二
・
一
四
八
頁
。
な
お
、
筆
者
は
二
〇
〇
七
年
に
福
井
県
立
美

術
館
の
依
頼
で
永
平
寺
の
染
織
品
調
査
を
担
当
し
た
際
に
永
平
寺
所
蔵
の
「
芙
蓉

袈
裟
」
と
さ
れ
る
袈
裟
を
拝
見
す
る
機
会
を
得
た
が
、
そ
れ
は
断
片
化
し
た
濃
茶

の
絹
地
で
袈
裟
の
姿
を
と
ど
め
て
い
な
か
っ
た
。
製
作
年
代
を
判
定
す
る
要
素
に

欠
け
て
い
る
た
め
、
染
織
史
の
う
え
か
ら
の
判
断
は
で
き
な
い
。

20	

覚
阿
は
、
霊
隠
寺
の
瞎
堂
慧
遠
（
一
一
〇
三
～
七
六
）
の
法
嗣
で
、
中
国
宋
代
の

禅
宗
に
お
い
て
印
可
さ
れ
た
最
初
の
日
本
人
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
を

参
照
。
前
掲
、
虎
関
師
錬
『
元
亨
釈
書
』
二
〇
七
頁
。
中
尾
良
信
『
日
本
禅
宗
の

伝
説
と
歴
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
七
七
～
七
八
頁
。

21	

中
尾
良
信
、
前
掲
書
、
七
九
～
一
一
二
頁
。
京
都
国
立
博
物
館
編
、
前
掲
『
高
僧

と
袈
裟
』、
七
八
～
八
一
・
二
三
〇
～
二
三
二
頁
（
山
川
曉
・
久
保
智
康
・
羽
田

聡
解
説
）

22	
円
爾
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
以
下
が
基
準
史
料
で
あ
る
。
鉄
牛
円
心
『
東
福
開
山

聖
一
国
師
年
譜
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
九
五
）
仏
書
刊
行
会
、
一
九
七
〇
年
、

一
二
九
～
一
五
〇
頁
。

23	

自
南
聖
薫
『
法
燈
円
明
国
師
行
実
年
譜
』（『
続
群
書
類
従
』
九
上
）
続
群
書
類
従
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完
成
会
、
一
九
七
七
年
、
三
四
六
～
三
六
一
頁
、
伝
法
衣
に
つ
い
て
の
記
述
は
三

五
三
～
三
五
四
頁
を
参
照
。

24	

切
畑
氏
は
こ
の
妙
光
寺
の
九
条
袈
裟
を
中
国
の
南
宋
時
代
製
で
あ
り
、
無
門
か
ら

の
伝
法
衣
か
と
推
測
す
る
が
、
覚
心
が
拠
点
と
し
た
和
歌
山
県
の
興
国
寺
に
伝
え

ら
れ
る
「
無
本
覚
心
像
」（
重
要
文
化
財
）
に
は
、
妙
光
寺
と
は
異
な
る
、
南
宋

時
代
に
典
型
的
な
牡
丹
唐
草
文
様
の
九
条
袈
裟
が
描
か
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も

推
論
で
あ
る
が
、
ほ
か
の
例
か
ら
も
伝
法
衣
は
禅
僧
が
拠
点
と
す
る
寺
院
に
残
さ

れ
る
こ
と
が
最
も
自
然
で
あ
り
、
無
門
慧
開
か
ら
伝
え
ら
れ
た
伝
法
衣
は
、
現
存

こ
そ
し
な
い
も
の
の
、
こ
の
頂
相
に
描
か
れ
た
九
条
袈
裟
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。自
南
聖
薫『
法
燈
円
明
国
師
行
実
年
譜
』に
よ
れ
ば
、無
門
か
ら
の
伝
法
衣
は
、

環
座
裏
に
「
宣
賜
法
衣
」、
紐
座
裏
に
「
仏
法
僧
宝
」、
左
縁
に
「
臣
僧
恵
開
授
時
」

と
の
墨
書
が
記
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
先
例
を
模
し
て
覚
心
は
妙

光
寺
に
と
ど
め
た
袈
裟
に
墨
書
を
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
詳
細
は
以
下
を
参

照
。
切
畑
健
、
前
掲
書
、
一
〇
二
～
一
〇
四
頁
。
河
上
繁
樹
「
南
宋
絹
織
物
に
み

る
二
、
三
の
特
色
に
つ
い
て
―
醍
醐
寺
山
水
屏
風
の
綾
を
中
心
に
」『
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
』四
六
四
、東
京
国
立
博
物
館
、一
九
八
九
年
、一
二
～
二
八
頁
。
前
掲
、『「
京

都
五
山
禅
の
文
化
」
展
』、
六
五
・
二
八
八
頁
（
沢
田
む
つ
代
解
説
）。
前
掲
、『
高

僧
と
袈
裟
』、
九
八
～
一
〇
一
・
二
三
七
～
二
三
九
頁
（
山
川
曉
・
羽
田
聡
解
説
）

25	

正
伝
寺
所
蔵
の
二
領
の
袈
裟
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
前
掲
、
京
都
国
立
博

物
館
編
『
高
僧
と
袈
裟
』、
一
〇
二
～
〇
五
・
二
三
九
～
四
〇
頁
（
山
川
曉
解
説
）。

26	

竹
庵
大
縁
『
東
福
寺
第
十
一
世
南
山
和
尚
行
実
』（『
続
群
書
類
従
』
九
下
）、
続

群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二
五
年
、
四
〇
七
～
四
〇
九
頁
、
伝
法
衣
に
つ
い
て
の

記
述
は
四
〇
七
頁
を
参
照
。
前
掲
、
五
島
美
術
館
編
『
鎌
倉
円
覚
寺
の
名
宝
』、

三
八
～
三
九
頁
。

27	

日
本
に
お
け
る
塔
頭
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
し
た
。
川
上
貢
『
禅
院

の
建
築 

禅
僧
の
住
ま
い
と
祭
享　

新
訂
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
五
年
。

28	

い
ず
れ
も
伝
承
所
用
者
で
あ
り
、
お
の
お
の
に
つ
い
て
染
織
史
か
ら
の
検
討
が
必

要
で
あ
る
。

29	

度
弟
院
と
は
、
寺
院
の
相
伝
が
あ
る
法
系
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
寺
院
。
中
国

や
日
本
の
官
寺
に
あ
た
る
五
山
十
刹
で
は
十
方
住
持
制
度
が
採
ら
れ
、
そ
の
住
持

は
門
派
に
こ
だ
わ
ら
ず
器
量
の
あ
る
禅
僧
が
選
ば
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
前

掲
、『
禅
学
大
辞
典
』、
四
五
五
・
九
五
六
頁
を
参
照
。

30	

前
掲
、
京
都
国
立
博
物
館
編
『
高
僧
と
袈
裟
』、
一
一
二
～
一
三
・
二
四
二
頁
（
山

川
曉
解
説
）
を
参
照
。

31	

前
掲
、
京
都
国
立
博
物
館
編
『
高
僧
と
袈
裟
』、
一
一
四
～
一
五
・
二
四
二
～
三

頁
（
山
川
曉
解
説
）
を
参
照
。

32	

飛
鳥
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
文
綾
の
織
組
織
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
前

掲
、
河
上
繁
樹
「
南
宋
絹
織
物
に
み
る
二
、
三
の
特
色
に
つ
い
て
―
醍
醐
寺
山
水

屏
風
の
綾
を
中
心
に
」、
二
二
～
二
五
頁
を
参
照
。

33	

菊
折
枝
、
菊
唐
草
と
も
に
珍
し
い
文
様
で
は
な
い
が
、
本
作
品
の
そ
れ
は
通
例
と

は
や
や
異
な
り
、
管
見
で
は
比
較
す
べ
き
適
当
な
作
例
を
見
い
だ
せ
な
い
。
日
本

で
は
中
国
と
比
し
て
菊
唐
草
よ
り
も
菊
折
枝
を
好
む
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
が
本
作

品
を
日
本
製
と
推
察
す
る
論
拠
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
菊
の
文
様
に
つ
い
て

は
、以
下
を
参
照
。
灰
野
昭
郎
ほ
か『
日
本
の
デ
ザ
イ
ン 

11 

菊
・
紅
葉
』紫
紅
社
、

二
〇
〇
一
年
。

34	

白
石
虎
月
編
『
東
福
寺
誌
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
、
一
六
二
頁
を
参
照
。

35	

京
都
国
立
博
物
館
編
『
高
僧
と
袈
裟
』、
一
一
六
～
一
七
・
二
四
三
頁
（
山
川
曉

解
説
）
を
参
照
。

36	

前
掲
、
京
都
国
立
博
物
館
編
『
高
僧
と
袈
裟
』、
一
一
八
～
一
九
・
二
四
三
～
四

四
頁
（
山
川
曉
解
説
）
を
参
照
。

37	

中
国
に
お
け
る
準
複
様
緯
錦
の
研
究
者
で
あ
る
趙
豊
氏
か
ら
は
、
同
組
織
は
晩
唐

に
現
れ
、
遼
・
金
時
代
の
作
例
が
確
認
で
き
る
が
、
十
三
世
紀
初
め
に
は
見
ら
れ

な
く
な
る
織
組
織
で
あ
る
と
の
意
見
を
口
頭
で
伺
っ
て
い
る
。

38	

万
寿
寺
は
神
子
栄
尊
が
開
い
た
と
さ
れ
、
現
在
で
は
栄
尊
を
開
山
と
す
る
辞
書
類

が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
『
東
福
開
山
聖
一
国
師
年
譜
』
に
は
、
円
爾
を
招
請
し

て
開
山
し
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
万
寿
寺
が
中
世
に
は
東
福
寺
の
末
寺
で
あ
っ

た
こ
と
は
『
東
福
寺
誌
』
引
用
の
史
料
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
中
世
以
降
、

万
寿
寺
開
山
を
栄
尊
と
し
て
い
た
か
、
円
爾
と
し
て
い
た
か
は
明
ら
か
に
で
き
な

い
。
こ
こ
で
は
万
寿
寺
で
の
活
動
が
長
い
栄
尊
を
開
山
と
考
え
、
本
袈
裟
の
所
用

者
を
栄
尊
と
み
な
す
が
、
円
爾
と
い
う
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し

て
お
く
。

39	
前
掲
、
京
都
国
立
博
物
館
編
『
高
僧
と
袈
裟
』、
一
二
二
～
二
三
・
二
四
五
頁
（
山

川
曉
解
説
）
を
参
照
。

40	

本
作
品
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
解
説
を
参
照
。
毎
日
新
聞
社
編
『
重
要
文
化
財
21
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書
跡･

典
籍･

古
文
書
』毎
日
新
聞
社
、一
九
九
七
年
、一
八
四
～
八
五
頁
。
な
お
、

古
田
紹
欽
氏
は
、
こ
の
書
状
が
元
禄
十
二
年
に
伊
達
綱
村
か
ら
東
福
寺
へ
寄
進
さ

れ
た
「
仏
鑑
禅
師
錦
法
衣
之
書
簡
」
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
円

爾
の
伝
法
衣
に
つ
い
て
の
研
究
が
今
後
進
展
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
期
待
を
述
べ

て
い
る
。
古
田
紹
欽
「
第
七
章　

仏
鑑
禅
師
付
法
伝
衣
の
書
に
見
る
」『
日
本
禅

宗
史
の
諸
問
題
』
大
東
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
一
五
七
～
一
六
二
頁
を
参
照
。

41	

近
年
の
対
外
交
流
史
研
究
で
は
、
こ
れ
ま
で
美
術
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
た
墨

蹟
を
文
書
史
料
と
し
て
扱
う
こ
と
が
提
唱
さ
れ
、
内
容
研
究
が
活
況
を
呈
し
て
お

り
、
本
墨
蹟
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
文
献
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

橋
本
雄
「
中
国
の
師
か
ら
日
本
の
弟
子
へ
―
大
宰
府
崇
福
寺
円
爾
宛
無
準
師
範
尺

牘
写
―
」『
九
州
国
立
博
物
館
紀
要　

東
風
西
声
』
三
、
二
〇
〇
七
年
、
三
〇
～

四
一
頁
。
前
掲
、
京
都
国
立
博
物
館
編
『
高
僧
と
袈
裟
』、
一
二
三
・
二
四
五
～

四
六
頁（
赤
尾
栄
慶
解
説
）。
橋
本
雄「
Ⅱ　

渡
唐
天
神
説
話
の
源
流
と
流
行
」『
中

華
幻
想
―
唐
物
と
外
交
の
室
町
時
代
史
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
五
七
～
九

〇
頁
。

42	

前
掲
、『
東
福
開
山
聖
一
国
師
年
譜
』、
一
三
三
～
一
三
四
頁
。

43	

前
掲
、『
東
福
開
山
聖
一
国
師
年
譜
』、
一
三
四
頁
。

44	

「
円
爾
遺
物
具
足
目
録
」『
東
福
寺
文
書
之
一
』（『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
二

〇
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
五
六
年
、
八
六
～
八
八
頁
。

45	

「
円
爾
伝
法
衣
再
出
現
日
記
」『
東
福
寺
文
書
之
二
』（『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け

二
〇
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
五
七
年
、
三
〇
三
頁
。

46	

前
掲
、『
東
福
寺
誌
』、
三
二
二
頁
。

47	

同
書
、
六
七
八
頁
。
同
書
の
初
版
刊
行
年
で
あ
る
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
は
、

こ
の
袈
裟
箱
は
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
二
〇
一
〇
年
に
こ
の
袈
裟
箱
の

所
在
に
つ
い
て
東
福
寺
寺
務
所
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
常
楽
庵
内
で
は
確
認

で
き
な
い
と
の
返
答
で
あ
っ
た
。

〈
謝
辞
〉

織
組
織
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
モ
ニ
カ
・
ベ
ー
テ
氏
の
ご
協
力
を
得
ま
し
た
。
図
版
の
掲
載

に
ご
理
解
を
賜
り
ま
し
た
所
蔵
者
各
位
に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

縁

紐座（後牌）

田相

行（甲）：田相をのぞく全ての部分

竪条横堤 

紐 環

環座（前牌）

角帖（四天）

【参考資料 1 】九条袈裟の各部名称
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菩
提

達
磨

（
?-?）

大
満

弘
忍

（
601-674）

玉
泉

神
秀

（
?-706）

曹
渓

慧
能

（
638-713）

荷
沢

神
会

（
670-762）

青
原

行
思

（
?-740）

洞
山

良
价

（
807-869）

長
翁

如
浄

（
1163-1228）

【
道

元
】

（
1200-53）

孤
雲

懐
奘

（
1198-1280）

南
岳

懐
譲

臨
済

義
玄

石
霜

楚
円

（
677-747）

（
?-867）

（
986-1039）

黄
龍

慧
南

（
1002-69）

虚
庵

懐
敞

（
?-?）

【
明

庵
栄

西
】

（
1141-1215）

釈
円

房
栄

朝
（

?-1247）
【

明
全

】
（

1184-1225）
退

耕
行

勇
（

1163-1241）

楊
岐

方
会

（
993-1046）
五

祖
法

演
（

?-1104）

開
福

道
寧

（
?-1113）

無
門

慧
開

（
1183-1260）

【
無

本
覚

心
】

（
1207-98）

【
無

学
祖

元
】

【
円

爾
】

（
1202-80）

東
山

湛
照

（
1231-91）
虎

関
師

錬
（

1278-1346）

【
神

子
栄

尊
】

（
1195-1272）

【
無

関
普

門
】

（
1212-91）

【
白

雲
慧

暁
】

（
1223-97）

【
蔵

山
順

空
】

（
1233-1308）

【
山

叟
慧

雲
】

（
1227-1301）

鉄
牛

円
心

（
1254-1326）

南
山

士
雲

（
1254-1335）

【
兀

庵
普

寧
】

無
準

師
範

虚
堂

智
愚

高
峰

顕
日

（
1241-1316）

東
巌

慧
安

（
1225-77）

【
南

浦
紹

明
】

（
1235-1308）

夢
窓

疎
石

（
1275-1351）
春

屋
妙

葩
（

1311-88）

宗
峰

妙
超

（
1282-1337）

運
庵

普
巌

【
蘭

渓
道

隆
】

（
1226-86）

（
1197-1126）

（
1185-1269）

（
1213-78）

無
明

慧
性

（
1178-1249）

（
1156-1226）

（
1162-1237）

圜
悟

克
勤

瞎
堂

慧
遠

（
1063-1135）

（
1103-76）
【

覚
阿

】
（

1143-74-?）

大
慧

宗
杲

拙
庵

徳
光

虎
丘

紹
隆

密
庵

咸
傑

（
1089-1135）

（
1121-1203）

（
?-1136）

（
1118-86）

大
日

房
能

仁
（

?-1189-?）
破

庵
祖

先
松

源
崇

岳
（

1136-1211）
（

1132-1202）

【
参

考
資

料
2

】　
関

係
禅

僧
法

系
略

図
　

正
体

字
は

日
本

人
僧

、
斜

体
字

は
外

国
人

僧
を

、【
　

】
で

示
し

た
僧

は
渡

海
僧

（
中

国
へ

の
留

学
僧

と
日

本
へ

の
来

朝
僧

）
を

示
す

　
直

線
は

直
接

の
師

弟
関

係
を

、
点

線
は

代
を

略
し

て
の

法
系

相
承

を
示

す

44




